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はじめに 

本市では、交通をめぐる環境の変化を的確に捉え、本市の将来を見据えた上で、鉄道ネットワーク

や道路ネットワーク、身近な地域交通などに係る様々な交通課題に対応した、交通基盤整備だけでは

ない総合的かつ持続可能な交通政策を関係者の連携・協力のもと、戦略的に実施するために、2013

年３月に「川崎市総合都市交通計画」を策定しました。 

計画では、本市交通政策の理念や目標の実現に向けて、計画に位置付ける各種の施策・事業を着実

に推進していくために、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行うこととしており、定期的に計画の見

直しを行うほか、毎年度、施策・事業の進捗状況を把握することとしています。 

本報告書は、こうした進行管理のもと、2013 年度に実施した施策・事業の進捗状況を年次報告と

してとりまとめたものです。 
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※下線付きは「主な取組」の掲載ページ 

区分 施策・事業  掲載ページ※  

  当該区分 他区分での掲載 

重点施策（１） 京急大師線連続立体交差事業 ９、13 27、36、45、49 

 ＪＲ南武線連続立体交差事業 10、13 27、36、45 

 川崎縦貫鉄道 13 27、36、45 

 横浜市営地下鉄３号線の延伸 13 27、36、45 

 川崎アプローチ線 13 49 

 東海道貨物支線貨客併用化 13 49 

 小田急小田原線複々線化 13 ― 

 東急田園都市線複々線化 13 ― 

 臨港道路東扇島水江町線 10、14 27、49 

 羽田連絡道路 11、14 49 

 川崎縦貫道路 14 27、45、49 

 国道３５７号 14 27、49 

 その他都市計画道路等 14～15 32、38、41 

 川崎駅北口自由通路 15 31、34 

 幅広車両の導入（ＪＲ南武線） 

（ＪＲ南武線） 

12、15 ― 

 列車の長編成化（ＪＲ南武線） 15 ― 

 臨海部幹線道路の整備 15 49 

 （その他連続立体交差事業・鉄道事業・道路事業関係等） 

事業、道路事業とう 

16 ― 

重点施策（２） 安全な歩行環境の整備 22 ― 

 自転車通行環境の整備 18、22 ― 

 

 

 

 

放置自転車の削減 23 ― 

 自転車通行ルールの普及啓発 24 ― 

 

 

 

 

 

 

駐車施策の推進 19、24 36、43 

 JR 南武線武蔵溝ノ口以北の駅アクセス向上 24 36 

 駅周辺におけるバリアフリー化 25 ― 

 駅構内のバリアフリー化 25 ― 

 ノンステップバスの導入促進 25 ― 

 ユニバーサルデザインタクシーの普及 20、26 ― 

 ターミナル駅などにおける案内情報の充実 26 35～36 

 道路橋りょうの耐震化 26 ― 

 鉄道施設の耐震化（駅舎等の耐震対策の推進） 26 ― 

 道路の無電柱化 26～27 ― 

 緊急交通路、輸送道路の整備、機能確保 27 ― 

 災害時における帰宅困難者対策の推進 21、27 ― 

重点施策（３） 都市計画道路等の整備 32 14～15、38、41 

 バス優先レーンの機能確保（レーン上の駐停車対策の推進） 32 ― 

 地域等性等に応じた地域交通支援策の充実に向けた検討 29、32 ― 

 バス事業者との連絡体制の強化 32 ― 

 バス運行社会実験制度の導入、実施 33 ― 

 コミュニティ交通等の導入検討・支援 29、33 ― 

次ページにつづく 

施策・事業一覧（その１） 

都市の骨格を形
成する交通機能
の強化 

交通の安全・安
心の強化 

市民生活を支え
る公共交通の強
化 



 

※下線付きは「主な取組」の掲載ページ 

区分 施策・事業  掲載ページ※  

  当該区分 他区分での掲載 

重点施策（３） 駅前広場の整備 ［主な取組：武蔵小杉駅東口駅前広場の整備］ 30、33 41～42、48 

つづき （川崎駅周辺・鷺沼駅周辺・新百合ケ丘駅周辺の交通環境改善等） 33～34 42 

 自由通路、連絡通路の整備  ［主な取組：川崎駅北口自由通路・鹿島田跨線歩道橋の整備］ 31、34 15 

 駐輪場の効率的な運用（整備、誘導、運用） 34～35 ― 

 ターミナル駅などにおける案内情報の充実 （再掲） 35～36 26 

 JR 南武線武蔵溝ノ口以北の駅アクセス向上（再掲） 36 24 

 公共交通利用の喚起施策の推進 36 ― 

 連続立体交差化と連携した地域交通網の整備 36 ― 

 駐車施策の推進（再掲） 36 19、24、43 

重点施策（４） 都市計画道路等の整備（再掲） ［主な取組：一般県道扇町川崎停車場 道路整備事業］ 38、41 14～15、32 

 駅前広場の整備（再掲） 41～42 30、33、48 

 （川崎駅周辺・鷺沼駅周辺・新百合ケ丘駅周辺の交通環境改善等）（再掲） 42 33～34 

 緊急渋滞対策 （交差点改良等による渋滞改善） 39、42 ― 

 環境ロードプライシングの実施（首都高速道路湾岸線誘導の推進） 42 48 

 エコドライブ普及促進 43 ― 

 （臨海部）マイカー通勤の削減 43 48 

 駐車施策の推進（再掲） 43 19、24、36 

 公共交通における次世代自動車の導入推進及び普及促進 44 ― 

 鉄道整備における新技術導入の検討 44 ― 

 電気自動車等の次世代自動車の普及促進及び環境整備の推進 44 ― 

 カーシェアリングの普及促進 44 ― 

重点施策（５） 駅前広場の整備（再掲） 48 30、33、41～42 

 （臨海部）バス交通の機能強化 47、48 ― 

 （臨海部）フィーダー交通の検討・実施 47、48 ― 

 

 

 

 

（臨海部）既存鉄道の機能強化 48 ― 

 環境ロードプライシングの実施（首都高速道路湾岸線誘導の推進）（再掲） 48 42 

 

 

 

 

 

 

（臨海部）マイカー通勤の削減（再掲） 48 43 

 臨海部交通機能強化に向けた方策検討 48 ― 

その他施策 オフピーク通勤の推奨 50 ― 

 高齢者の外出支援 50 ― 

 障害者（身体、知的、精神）の外出支援 50 ― 

 難病患者等の外出支援 50 ― 

 福祉有償運送の推進 50 ― 

 市公用車への次世代自動車導入の推進 51 ― 

 ディーゼル車対策の実施 ［主な取組：産業道路への環境レーンの導入］ 40、51 ― 

 事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減の推進 51 ― 

 エコ運搬の推進 51 ― 

 交通需要管理の推進 ［主な取組：産業道路クリーンライン化の取組］ 

（交通需要の調整・低減） 

39、51 ― 

 廃棄物の鉄道輸送の推進 52 ― 

 総合都市交通計画等の周知・ＰＲ 52 ― 

施策・事業一覧（その２） 

環境に配慮した
交通の低炭素化 

臨海部の交通機
能の強化 
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１ 川崎市総合都市交通計画の概要 
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（１）計画体系の概要 

川崎市総合都市交通計画（平成 25 年３月策定）は、「誰もが利用しやすいこと」、「安全・安心か

つ円滑であること」、「持続可能であること」を本市交通政策の理念に掲げ、将来目指すべき都市交

通の姿をもとに、その実現に向け、都市の骨格を形成する鉄道や道路ネットワークから市民にとっ

て最も身近な地域交通までの重点施策等を総合的、体系的にとりまとめたマスタープランとして策

定したものです。計画の目標年次は、計画策定から概ね 20 年後としています。 

 

 

<<< 川崎市総合都市交通計画  >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画体系の概要 

 

 

 

 

『誰もが利用しやすいこと』 『安全・安心かつ円滑であること』 『持続可能であること』 
理
念 

 

政
策
目
標 

①首都圏機能の強

化及び活力ある本

市都市構造の形成

に向けた交通環境

の整備 

 

②誰もが安全、安

心、快適に利用で

きる交通環境の整

備 

 

⑤地球にやさしい

交通環境の整備 

 

③災害に強い交通

環境の整備 

 

④地域特性に応じ

たきめ細やかなま

ちづくりを支える

交通環境の整備 

 

目
標
水
準 

 

広域拠点間の所要
時間の短縮など 

（４指標） 

 

駅への所要時間の
短縮など 

（５指標） 

 

公共交通利用割合
の維持向上など 

（３指標） 

 

緊急輸送道路整備
率の向上など 

（３指標） 

 

交通環境が改善さ
れたと思う人の割
合の増加など 

（４指標） 

 

 

施 

策 

・ 

事 

業 

広域的な都市間の
連携強化など 

（５つの方向性） 

 

公共交通へのアク
セス向上など 

（５つの方向性） 

 

公共交通の利用促
進など 

（３つの方向性） 

 

減災（復旧）対策の
推進など 

（３つの方向性） 

 

地域特性に応じた交
通課題への対応など 

（２つの方向性） 

 

政
策
の
方
向
性 

 
  

 

 

その他の 

施策 
 

 

重点施策 

 

・重点施策（１）では、鉄道及び道路ネットワーク形成事業のほか、関連施策を位置付けている。 

・鉄道及び道路ネットワーク形成事業は、重点施策（２）～（５）の施策展開においても必要な事業として位置付けている。 

・個別事業等は、計画に記す各施策の概要等を踏まえて設定する。鉄道及び道路ネットワーク形成事業についても、事業展開に必要

な個別事業等を設定する。 

⑴都市の骨格を形
成する交通機能の
強化 

⑵交通の安全・安
心の強化 

⑸臨海部の交通機
能の強化 

⑶市民生活を支え
る公共交通の強化 

⑷環境に配慮した
交通の低炭素化 

 
戦略シナリオ 

↓ 
取組の方針 

↓ 
施 策  

↓ 
(個別事業等) 

 

戦略シナリオ 
↓ 

取組の方針 
↓ 

施 策  
↓ 

(個別事業等) 

 

戦略シナリオ 
↓ 

取組の方針 
↓ 

施 策  
↓ 

(個別事業等) 

 

 

戦略シナリオ 
↓ 

取組の方針 
↓ 

施 策  
↓ 

(個別事業等) 

 

 

 
 
 
 

施 策  
↓ 

(個別事業等) 

 

 

戦略シナリオ 
↓ 

取組の方針 
↓ 

鉄道及び道路 
ネットワーク 
形成事業等 
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（２）進行管理の概要 

川崎市総合都市交通計画では、本市交通政策の理念や目標の実現に向けて、計画に位置付ける各

種の施策・事業を着実に推進していくために、「計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・

改善（Action）」のしくみであるＰＤＣＡサイクルによって進行管理を行います。 

進行管理では、定期的に、交通政策目標をもとに設定した目標水準の達成状況の評価などを踏まえ

て計画の見直しを行うほか、毎年度、施策・事業の進捗状況を把握することとしています。なお、進

行管理の工程については、次ページを参照してください。 

 

<<< 計画の進行管理 >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 進行管理の概要 

※上記のほか、重点施策（１）に位置付ける鉄道及び道路ネットワーク形成事業のうち、「中長期（20 年内）に着手（事業化）を目指す事

業：Ｃ事業」については、上位の政策や周辺都市との連携など、事業環境の変化、必要性に応じて、「短中期（10 年内）に着手（事業化）

を目指す事業：Ｂ事業」への変更について適切な対応を図ることとしている。 

 

 

施策・事業の 

進捗状況の把握 

毎年度 

◆施策・事業の進捗状況の把握 
施策・事業が当該年度の計画どおりに進捗しているかを把握する。 

◆前年度の進捗状況をとりまとめた進行管理年次報告書の作成 
前年度の施策・事業の進捗状況をとりまとめ、

進行管理年次報告書を作成する。 

毎年度作成する年次報告書は、下記の定期的な

計画の見直しにおいて、施策・事業の取組実績を評

価する際にも活用する。 

 

本報告書は、前年度（2013

年度）の施策・事業の進捗状

況をとりまとめた「進行管理

年次報告書」です。 

 

 

 

計画全体の 

見直し 

 

計画策定から 

１０年後 

 

◆目標水準の達成状況の評価 
各種の交通実態調査等の統計資料や見直しにあわせて実施する交通環境の改善状況に

関する市民アンケートの結果などから、目標水準の達成状況を評価する。 

◆施策・事業の取組実績の評価 
１０年間の取組実績を総括し、目標水準の達成状況との因果関係（どのように寄与して

いるか）等を分析・評価する。 

◆新たな目標年次に向けた計画全体の見直し 
計画の目標年次を更新するとともに、上記の評価結果や新たな交通課題などを踏まえ、

中長期施策を含めた計画全体の見直しを行う。 

 

 

 

 

施策展開などの 

見直し 

 

概ね３年毎 

◆目標水準の達成状況の評価 
各種の交通実態調査等の統計資料や見直しにあわせて実施する交通環境の改善状況に

関する市民アンケートの結果などから、目標水準の達成状況を評価する。 

◆施策・事業の取組実績の評価 
概ね 3 年間の取組実績を総括し、目標水準の達成状況との因果関係（どのように寄与

しているか）等を分析・評価する。 

◆目標達成に向けた施策展開などの見直し 
上記の評価結果や新たな交通課題などを踏まえ、短中期施策を中心に、必要に応じて見

直しを行う。 
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表 進行管理の全体工程（2022 年度まで） 

年度 進行管理  

年次報告書 

作成 

計画の見直し等 

2014 年度（平成 26 年度） 2013 年度版 ― 

2015 年度（平成 27 年度） 2014 年度版 ― 

2016 年度（平成 28 年度） 2015 年度版 施策展開などの見直し 

2017 年度（平成 29 年度） 2016 年度版 ― 

2018 年度（平成 30 年度） 2017 年度版 ― 

2019 年度（平成 31 年度） 2018 年度版 施策展開などの見直し 

2020 年度（平成 32 年度） 2019 年度版 ― 

2021 年度（平成 33 年度） 2020 年度版 ― 

2022 年度（平成 34 年度） 2021 年度版 計画全体の見直し 
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２ 施策・事業の進捗状況 
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（１）全体概況 

計画に位置付ける施策・事業について、2013 年度の進捗状況の確認を行った結果、一部で計画ど

おり進捗しなかったものもありましたが、全体としては、概ね計画どおり進捗しているという結果に

なりました。詳細は、（２）施策・事業の進捗状況を参照してください。 

 

 

表 2013 年度 施策・事業の進捗状況（全体概況） 

施策  取組（個別事業等）の数 

 

 うち、計画ど

おり進捗しな

かったもの 

重点施策 （１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 ３６ ２ 

 （２）交通の安全・安心の強化 ３５ ３ 

 （３）市民生活を支える公共交通の強化 ４０ １ 

 （４）環境に配慮した交通の低炭素化 ３５ １ 

 （５）臨海部の交通機能の強化 １２ ０ 

その他施策 
 

１４ ０ 

合 計  １７２ ７ 

※取組（個別事業等）の数には、再掲数を含む。 
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（２）施策・事業の進捗状況 

計画に位置付ける施策・事業の進捗状況については、重点施策毎に「重点施策の概要」「2013 年度

の主な取組」「施策・事業の進捗状況一覧」の順に掲載し、その他施策については、「施策・事業の進

捗状況一覧」を掲載しています。 

「施策・事業の進捗状況一覧」の見方は次を参照してください。 

 

施策・事業の進捗状況一覧の見方 

 

 

 

 

 

施策名 or 事業名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針 

 2013 年度計画 2013 年度実績  
 整理 

番号 

重点施策の

概要参照 

○○○○○の促進 ■○○○○○○○の普及促進 

 

■○○○○○計画の策定 

■○○○○○○○の普及促進 

・○○○○キャンペーン ○回実施 

□○○○○○計画の策定 
⇒表下の補足参照 

 

○○局 

○○○課 

１ ア、イ 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

○○○○○の整備 ■○○○工事完成、供用開始 ■○○工事完成、供用開始［2013.9］ 

※○○整備率 90％（前年度+10％） 
 

○○局 

○○○課 

１２ イ、ウ 

      

      

 

  

総合都市交通計画に位

置付ける施策・事業名を
掲載 

・ただし、連続立体交差、

鉄道及び道路の各事
業は、事業名を掲載 

 

該当する重点施策の

取組の方針を掲載 
（取組の方針の内容は、各
重点施策の概要を参照） 

その他施策は備考欄 

 

2013 年度

の本市所管
を掲載 

 

2013 年度の計画・実績を掲載 

実績欄に「□マーク」のある取組は、計画ど
おり進捗しなかったもの 

（□マークの取組は、進捗状況一覧表の下欄に進捗し

なかった理由や次年度の取組の方向性を掲載） 

 

（補足）○○○○○の促進（○○○○○計画の策定）  
●計画どおり進捗しなかった理由：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
●次年度の取組の方向性：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

本市所管 
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重点施策（１） 都市の骨格を形成する交通機能の強化 

 

 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

首都圏における本市の立地特性を活かし、市の骨格を形成するとともに、首都圏整備に資す

る交通機能の強化を進めます。 

・首都圏の放射方向（本市横方向）と環状方向（本市縦方向）の広域的な交通網が本市の骨格と

して都市の形成を支えていることから、これらが交差する駅を中心として形成される拠点機能

を高めるとともに、市内外の拠点間の連携を推進する交通機能の強化を進めます。 

・東アジア・世界のリーディング圏域の役割を担う首都圏にふさわしい交通網の実現や、本市

における個性と魅力を活かした拠点形成を推進するため、国際化が進められている羽田空港

などへのアクセスの強化や、放射方向を連絡する首都圏環状方向（本市縦方向）の交通機能

の強化を進めていきます。 

 

■取組の方針 

ア 本市拠点機能及び拠点間連携の強化 

①北部拠点から臨海部まで拠点間のアクセス強化に向けて、既存鉄道路線の機能強化や道路

整備を推進します。 

②中長期的には、拠点機能の一層の強化に向けて、ＪＲ南武線をはじめとした本市縦方向の

鉄道や道路の機能強化・整備を推進します。 

イ 広域的な都市間の連携、空港・新幹線駅へのアクセス強化 

①本市拠点から横浜・新横浜、東京都心方面へのアクセス強化に向けて、道路整備を推進し

ます。また、本市拠点から羽田空港へのアクセス強化に向けて、羽田空港と連絡する道路

の整備を推進するとともに、ターミナル駅での乗り継ぎ円滑化の取組を推進します。 

②中長期的には、横浜・新横浜、東京都心方面との一層のアクセス強化に向けて、本市横方

向の鉄道路線や道路整備を推進します。また、羽田空港とのアクセス強化に向けて、本市

縦方向の鉄道の機能強化や新たな道路整備を推進します。 
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2013 年度の主な取組 

■京浜急行大師線連続立体交差事業                         

京急川崎駅から小島新田駅間の延長約５kmのうちほぼ全線を地下化することにより１４箇所の踏

切を除却し、踏切事故や交通渋滞を解消するとともに、交通渋滞に起因する騒音、振動、大気汚染を

改善し、加えて地域の一体化を促進します。 

全線を整備するまでには、長い期間と多大な事業費を必要とすることから、費用対効果の大きい産

業道路を立体化する段階的整備（１期①区間：小島新田～東門前、延長約１．２km）を行います。

鈴木町すりつけを含む東門前～川崎大師（1 期②区間）の整備に向けた取組については、早期工事着

手に向け、国等関係機関と協議を進めます。２期区間（川崎大師～京急川崎）については、事業環境

の整備に向けた取組を推進します。 

（2013 年度の主な取組） 

・１期①区間については、課題となっていた２件の用地取得が完了しました。また、大師線第１期沿

線協議会を通じ、地元や鉄道事業者等と意見交換を行い、円滑な事業推進を図りました。 

・１期②区間については、国との詳細設計協議を完了し、国庫補助の拡充を図りました。 

・２期区間については、事業環境を整えるため、定期的に鉄道事業者と調整を実施しました。 

 

図 事業位置図 

［本市所管］建設緑政局道路整備課 
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■ＪＲ南武線連続立体交差事業                                                                 

JR 南武線の尻手駅～武蔵小杉駅間を立体化することにより、１３箇所の踏切を除却し、地域分断

の解消や道路交通の円滑化、公共交通機関の定時性確保、一体的な市街地形成などを図るとともに、

鉄道輸送力増強による利用者の利便性向上等の取組を促進し、安全・安心で災害に強い活力あるまち

づくりにも寄与する連続立体交差事業の事業実施に向けた取組を進めます。 

（2013 年度の主な取組） 

・鉄道事業者との協定に基づき実施した連続立体交差化に向けた可能性調査の成果をもとに、事業実

施に向けた課題を整理するとともに、調査検討を進めました。また、これまでの検討結果を活用し、

関係機関との合意形成に向けた調整を進めた結果、国庫補助金を活用して行う事業調査を 2014

年度から実施することを鉄道事業者と確認し、国から連立調査路線として 201４年３月に採択を

受けました。 

 

図 事業位置図 

［本市所管］建設緑政局企画課 

 

■臨港道路東扇島水江町線                            

東扇島の物流機能の強化や、東京港・横浜港との広域連携強化の推進に向けて、港湾物流の円滑な

輸送、交通混雑の緩和、環境負荷の軽減、防災機能の強化を図るため、新たなアクセスルートとなる

臨港道路東扇島水江町線の整備を促進します。 

当該道路は 2009 年度に国の直轄事業として着手し、現在、整備促進並びに早期供用に向け国土

交通省と連携し調整を進めています。 

（2013 年度の主な取組） 

・臨港道路東扇島水江町線の整備を円滑に進めるため、国・市関係局との連絡会議を開催し、協議、

調整を行いました。また、国が実施する船舶航行安全委員会等の各種会議への調整、支援を行うと

 

武蔵小杉駅 

尻手駅 
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ともに各種会議へ参加しました。 

・国による整備の取組への支援として環境影響評価手続に向けて調整・支援を行い、201４年１月に

手続が開始されました。 

・また、企業団体および地元町内会への事業概要の周知並びに説明会の開催、用地取得における関係

部署との調整、支援を行いました。 

・臨港道路の改良については、地元関係企業との調整並びに調査･設計を行いました。 

 

図 事業位置図 

［本市所管］港湾局整備計画課 

 

 

■羽田連絡道路                                 

東京側と神奈川側の国際戦略総合特区間の連携強化や国家戦略特区の目標である国際的ビジネス

拠点の形成を促進するため、羽田空港を核とした一体的な拠点形成を加速する道路として、羽田連絡

道路の整備に向けた取組を進めます。 

（2013 年度の主な取組） 

・国主催の東京側と神奈川側の特区間連携検討会に参加する関係者と、当該道路の整備効果として周

辺道路の交通負荷軽減、防災力向上、羽田空港を活用したまちづくりの連携等について、共通認識

が図られるよう意見交換を行いました。 

・また、2013 年 4 月に大田区と産業連携に関する基本協定を締結しました。基本協定の連携・協

力事項のひとつに掲げる「国際戦略総合特区間の連携」のもと、インフラ（都市基盤）を含めた意

見交換を行い、協力関係の醸成に努めました。 

［本市所管］総合企画局臨海部国際戦略室 
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■幅広車両の導入（ＪＲ南武線）                   関連施策  

ＪＲ南武線の快適な交通環境の実現に向けて鉄道混雑率の改善を図るため、神奈川県内の市町村等

が鉄道事業者に要望を伝える場である「神奈川県鉄道輸送力増強促進会議」等を通じて、ＪＲ東日本

による幅広車両の導入を促進します。 

（2013 年度の主な取組） 

・ＪＲ東日本に対しては「神奈川県鉄道輸送力増強促進会議」を通じて、幅広車両の導入について要

望してきましたが、2013 年 7 月に「南武線用の幅広車両（Ｅ233 系通勤形車両）の新造と 2014

年度からの順次運転開始」について、ＪＲ東日本から公表されました。 

 

 

図 2014 年 10 月から南武線に導入された幅広車両（Ｅ233 系通勤形車両） 

［本市所管］まちづくり局交通政策室 
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（その１） 

事業名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

京急大師線 

連続立体交差事業 

■1 期①区間（小島新田～東門前）の

整備推進 

■1 期②区間（東門前～川崎大師）（鈴

木町すりつけ）の推進 

 

■２期区間（川崎大師～京急川崎） の

事業環境の整備に向けた取り組み 

■1 期①区間の整備推進 

・用地取得、工事の推進 

■1 期②区間の推進 

・国との詳細設計協議完了に伴う国庫

補助の拡充 

■２期区間の事業環境の整備に向け

た取り組み 

・事業環境の整備に向け鉄道事業者と

の調整を実施 

建設緑政局 

道路整備課 

１ ア、イ、 

ＪＲ南武線 

連続立体交差事業 

■ＪＲや国、横浜市など関係機関との

調整（合意形成に向けた取組） 

 

 

■事業実施に向けた調査・検討（事業

採算性等の検討） 

■ＪＲや国、横浜市など関係機関との

調整（合意形成に向けた取組） 

・ＪＲと２０１４年度から事業調査を

行うことについて確認 

■事業実施に向けた調査・検討（事業

採算性等の検討） 

・事業実施に向けた調査・検討を進め、

国等へ検討結果を説明 

・2014 年度からの連立調査路線とし

ての採択に向けて国へ申請 

・国から連立調査路線として採択

［2014.3］ 

建設緑政局 

企画課 

２ ア、イ 

川崎縦貫鉄道 

 

  

■新技術の導入やコスト削減に向け

た検討 

■新技術の導入やコスト削減に向け

た検討 

・鉄道総研に委託し検討作業を実施 

・技術開発状況の情報収集を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

３ ア、イ 

横浜市営地下鉄 

３号線の延伸  

■横浜市との連絡会議などを通じた

協議・調整 

■横浜市との連絡会議などを通じた

協議・調整 

・まちづくりの状況や事業スキーム等

に関する情報共有、検討・協議を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

４ ア、イ 

川崎アプローチ線 

 

 

■川崎アプローチ線（川崎～浜川崎）

の一部であるＪＲ南武支線輸送力増

強方策の検討 

■ＪＲ南武支線輸送力増強方策の検

討 

・沿線の土地利用動向の把握や線路利

用状況から輸送力増強方策について

検討 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

５ ア 

 ■川崎アプローチ線（川崎～浜川崎）

及びＪＲ南武支線の輸送力増強の取

組促進 

■川崎アプローチ線及びＪＲ南武支

線の輸送力増強の取組促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局 

交通政策室 

６  

東海道貨物支線 

貨客併用化 

 

 

■東海道貨物支線貨客併用化（桜木町

～品川）の実現に向けた情報収集・発

信 

■東海道貨物支線貨客併用化の実現

に向けた情報収集・発信 

・現地視察会、沿線企業ヒアリングの

実施 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

７ ア、イ 

 ■東海道貨物支線貨客併用化（桜木町

～品川）の取組促進 

■東海道貨物支線貨客併用化の取組

促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局 

交通政策室 

８  

小田急小田原線 

複々線化 

■複々線化（登戸～新百合ヶ丘）の取

組の促進 

■複々線化の取組の促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局 

交通政策室 

９ ア、イ 

 ■登戸～向ヶ丘遊園の複々線化関連

事業（登戸土地区画整理事業）の推進 

■登戸～向ヶ丘遊園の複々線化関連

事業（登戸土地区画整理事業）の推進 

※仮換地指定率 66.1％ 

（前年度+1.2％） 

※宅地使用開始率 51.2％ 

（前年度+1.6％）  

まちづくり局 

登戸区画 

整理事務所 

１０  

東急田園都市線 

複々線化  

■複々線化（溝の口～鷺沼）の取組の

促進 

■複々線化の取組の促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局 

交通政策室 

１１ ア、イ 

   

施策・事業の進捗状況一覧 
進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（その２） 

事業名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

臨港道路 

東扇島水江町線  

■国等関係機関との協議・調整 

■国による整備の取組への支援 

 

 

 

 

 

 

 

■臨港道路改良工事 

■国等関係機関との協議・調整 

■国による整備の取組への支援 

・環境影響評価手続きに向けた調整・

支援（国の環境影響評価手続開始

［2014.1］） 

・航行安全検討委員会、施工・技術検

討会開催の調整と参加 

・企業団体、地元町会への事業概要周

知、説明会の開催 

■臨港道路改良工事 

・道路改良工事に向けた関係企業との

調整、調査・設計の実施 

港湾局 

整備計画課 

１２ ア 

羽田連絡道路  ■関係機関とのルート・構造等の協

議・検討 

□関係機関とのルート・構造等の検討 

⇒表下の補足 1 参照 

■国、大田区ほか関係機関との意見交

換 

■大田区との産業連携に関する基本

協定の締結［2013.4］ 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

１３ ア、イ 

川崎縦貫道路  ■Ⅰ期事業（大師～富士見） の整備

促進 

①高速部（大師ジャンクション～国道

１５号）の整備に向けた取組の推進 

②国道 409 号（大師ジャンクション

～国道 15 号）の街路先行整備等の促

進 

 

 

 

 

 

■Ⅱ期計画（富士見～東名高速道路） 

の早期具体化に向けた取組の推進 

■Ⅰ期事業の整備促進 

①高速部（大師ジャンクション～国道

１５号）の整備に向けた取組の推進 

・整備促進に向けた国等関係機関との

協議・調整を実施 

・首都高実施の大師ジャンクション周

辺の情報板設置工事を完了 

②国道 409 号（大師ジャンクション

～国道 15 号）の街路先行整備等の促

進 

・国の直轄事業により大師河原地区、

殿町地区で道路改良工事を推進 

■Ⅱ期計画の早期具体化に向けた取

組の推進 

・Ⅱ期計画に関する国等関係機関との

調整・検討を実施 

・国等関係機関への要望等を実施 

建設緑政局 

広域道路課 

１４ ア、イ 

国道３５７号 

（羽田～扇島） 

■東扇島～扇島間の整備促進 ■東扇島～扇島間の整備促進 

・整備促進に向けた国等関係機関と協

議・調整を実施 

建設緑政局 

広域道路課 

１５ ア、イ 

その他 

都市計画道路等 

■街路整備事業 

【完成】東京丸子横浜線（木月）、世田

谷町田線（万福寺） 

【着手】溝ノ口線 

□街路整備事業 

【完成】東京丸子横浜線（木月）     

【事業継続】宮内新横浜線（宮内）な

ど１０路線１８箇所 

⇒表下の補足２参照 

建設緑政局 

道路整備課 

１６ ア、イ 

 ■道路改良事業（国県道） 

【完成】扇町川崎停車場、上麻生連光

寺（片平） 

■道路改良事業（国県道） 

【完成】扇町川崎停車場、上麻生連光

寺（片平）、稲城読売ランド前停車場             

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など５路線７箇所 

建設緑政局 

道路整備課 

１７  

      

      

      

      

  

（補足１）羽田連絡道路  

●計画どおり進捗しなかった理由：特区間連携検討会に参加する自治体や関係機関と羽田空港を核としたまちづくりや空港周辺のアク

セスなど幅広い角度から意見交換を行い、関係者間での国際戦略総合特区の連携に係るインフラの議論を深めるなど取組を進めました

が、道路整備についての合意形成には至りませんでした。 

●次年度の取組の方向性：次年度については、引き続き、合意形成に向けた関係機関との協議を進めます。 

（補足２）（その他）都市計画道路等（街路整備事業） 

●計画どおり進捗しなかった理由：世田谷町田線（万福寺）については、電線企業者が実施する補償工事及び委託工事の設計等に係る

調整に時間を要しました。また、溝ノ口線については、鉄道施設が本事業の影響範囲にあることから、施設の移設等対応策についての

鉄道事業者との協議に時間を要しました。 

●次年度の取組の方向性：次年度については、着実に事業進捗が図れるよう、適宜、調整等を行うように努めます 

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（その３） 

事業名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

その他 

都市計画道路等 

【前ページのつづき】 

■道路改良事業（市道のうち都市計画

道路） 

【事業継続】宮前６号線（野川） 

■道路改良事業（市道のうち都市計画

道路） 

【事業継続】宮前６号線（野川） 

建設緑政局 

道路整備課 

１８ ア、イ 

 ■橋りょう整備事業 

・等々力大橋(仮称)の詳細設計等 

・柿生陸橋拡幅整備に向けた調査、関

係機関との調整 

■橋りょう整備事業 

・等々力大橋(仮称)の橋梁比較設計等 

・柿生陸橋拡幅整備に向けた調査、関

係機関との調整 

建設緑政局 

道路整備課 

１９  

 ■国道４０９号（国道１５号～国道１

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

■国道４０９号（国道１５号～国道１

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

・川崎駅周辺などの交通円滑化に向

け、国等関係機関と協議・調整を実施 

建設緑政局 

広域道路課 

２０  

 ■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線（再開発事

業区域） 

■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線（再開発事

業区域） 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

２１  

 ■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業 

【完成】武蔵小杉駅南口線（再開発事

業区域） 

■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業 

【完成】武蔵小杉駅南口線（再開発事

業区域） 

まちづくり局 

小杉駅周辺 

総合整備 

推進室 

２２  

 ■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸 1 号線（区画整理事

業区域）など 6 路線 

■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸 1 号線（区画整理事

業区域）など 6 路線 

まちづくり局 

登戸区画 

整理事務所 

２３  

 ■都市計画道路網の見直し（事業検討

候補路線：大田神奈川線３区間） 

・大田神奈川線の関連事業との調整や

道路線形等の事業実施に向けた見直

し等の検討 

■都市計画道路網の見直し（事業検討

候補路線：大田神奈川線３区間） 

・大田神奈川線の関連事業との調整や

道路線形等の事業実施に向けた見直

し等の検討を実施 

まちづくり局 

都市計画課 

２４  

 ■道路整備プログラムの推進 

・プログラムの達成状況評価と計画の

見直し作業 

■道路整備プログラムの推進 

・計画の見直し作業等に係る調査の実

施 

 

※都市計画道路事業進捗率 67.0％ 

（前年度+0.3％） 

建設緑政局 

企画課 

２５  

 

重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（関連施策） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

川崎駅北口自由通

路 

■整備 ■工事着手［2013.6］、整備(券売機

等の既存駅関連施設の移転を完了) 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

２６ イ 

幅広車両の導入 

（ＪＲ南武線） 

■幅広車両の導入の促進 ■幅広車両の導入の促進 

・2014 年度からの幅広車両（Ｅ233

系通勤形車両）の導入開始をＪＲ東日

本が公表［2013.７］ 

まちづくり局 

交通政策室 

２７ ア 

列車の長編成化 

（ＪＲ南武線） 

■列車長編成化の取組の促進 ■列車長編成化の取組の促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じ

て、鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局 

交通政策室 

２８ ア 

臨海部幹線道路の

整備 

■臨海部地域の土地利用動向の把握 ■臨海部地域の土地利用動向の把握 

・関係企業の土地利用等に関する情報

収集を実施 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

２９ ア 

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（その他事業関係） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

その他連続立体交

差事業関係 

■京急蒲田駅総合改善事業の支援（整

備完了） 

■京急蒲田駅総合改善事業の支援（整
備完了） 

・補助金の適正交付、工事完了までの

進捗監理等を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

３０ イ 

その他鉄道事業関

係 

■鉄道輸送力増強の促進 ■鉄道輸送力増強の促進 
・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて
鉄道事業者へ取組の推進を要望 
・南武線において、平日通勤時間帯の
川崎～稲城長沼間での列車運転は立
川まで延長増発、登戸止まり各駅停車
は稲城長沼までの延長増発、川崎～登
戸間での快速運転は稲城長沼まで区
間拡大［2014.3］ 

まちづくり局 

交通政策室 

３１ ア、イ 

 ■次期「交通政策審議会」への対応準

備 

■次期「交通政策審議会」への対応準
備 
・国からの情報収集、関係自治体等と
の情報交換等を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

３２ ア、イ 

 ■鉄道整備事業基金の積立（利子積

立） 

■鉄道整備事業基金の積立（利子積
立） 

まちづくり局 

交通政策室 

３３ ア、イ 

その他道路事業関

係 

■国直轄道路事業負担金 

・国直轄道路事業の促進（国道 1 号な

ど５路線） 

■国直轄道路事業負担金 
・国直轄道路事業の促進（国道 1 号な
ど５路線） 

建設緑政局 

広域道路課 

３４ ア、イ 

 ■広域幹線道路網の整備及び利用促

進に向けた活動の実施 

■広域幹線道路網の整備及び利用促
進に向けた活動の実施 
・各種協議会等を通じ広域幹線道路網
整備等の要望活動を実施 
・2013 年度末で期限を迎える高速道
路の割引制度の継続について、道路整
備特別措置法に基づき、市議会の同意
を得た 

建設緑政局 

広域道路課 

３５ ア、イ 

その他全般関係 

 

 

 

■東京都市圏物資流動調査の実施 ■東京都市圏物資流動調査の実施 
［2013.10～2014.1］ 

まちづくり局 

交通政策室 

３６ ア、イ 

 

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（２） 交通の安全・安心の強化 

 

 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

緊急性が高く、市民の関心が高い、日常の安全・安心の強化と非常時に対する防災性の強化

に向けた取組を進めます。 

・日常の交通の安全・安心の強化に向け、事故割合が近年増加傾向にある歩行者の事故防止対

策に取り組みます。 

・多くの人や交通が輻輳する駅や駅周辺において、安全対策やバリアフリー化を進めます。 

・子育て世帯や高齢者、障害者をはじめ、誰もが利用しやすいバスやタクシー等の普及を進め

ます。 

・非常時の交通の安全・安心に向け、大規模災害時に駅などにおいて大量に発生すると考えら

れる帰宅困難者の対策を進めます。 

・さらに、救援や復旧活動を支える道路網の機能確保に向けた取組を進めるとともに、災害に

強い交通基盤の整備を進めます。 

 

■取組の方針 

ア 安全性の向上（安全・安心な歩行空間づくりの推進）  

①歩行者、自転車、自動車の空間的分離に向けた取組や放置自転車対策を推進し、安全で歩

行者が安心して利用しやすい空間づくりを推進します。 

②自転車利用者の交通ルール遵守・マナー向上に向けた取組を推進します。 

③駅周辺において歩行者の踏切横断を軽減する取組を推進します。 

④中長期的には、通過交通の生活道路への流入防止の取組や、駅周辺における歩行者やバス、

自動車などの踏切横断を軽減する取組を推進します。 

イ ユニバーサル（バリアフリー）化の推進とグローバル化への対応 

①子育て世帯から高齢者、障害者をはじめ、誰もが利用しやすいノンステップバスやユニバ

ーサルデザインタクシー等の車両の普及や利用環境の整備を促進します。 

②高齢者や障害者などの自立した日常生活を確保するために、駅の安全対策や駅周辺におけ

る歩行経路の安全性を向上する取組を推進します。 

③外国からの来街者をはじめ誰もがわかりやすいターミナル駅におけるインフォメーション

機能の向上を推進します。 

ウ 災害に強い交通基盤の整備（減災・復旧対策の推進） 

①災害時の被害を軽減するため、鉄道施設や道路施設の耐震化を推進します。 

②災害発生時の復旧活動を円滑に行うため、防災拠点と医療、市役所施設等を結ぶ輸送道路

の整備を推進するとともに、この輸送機能確保に向けた市民への普及啓発や沿道建築物の

損壊を防ぐ取組みを促進します。 

③大規模災害に伴う公共交通への集中回避に向け、勤務地等での一時待機を促すとともに、 

駅における物資の確保や運行情報の伝達手法の検討など緊急時に備えた取組を促進します。 

④中長期的には、鉄道ネットワークや道路ネットワークの多重化を推進します。 
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2013 年度の主な取組 

■自転車通行環境の整備                                                             

自転車の通行環境を先行整備と計画的な整備の両面から実施し、歩行者・自転車・自動車が共存し、

おのおのが安全・安心に通行できる道路空間を形成します。また、これまでの取組を踏まえ、今後の

「自転車通行環境整備に関する考え方」を策定します。 

（2013 年度の主な取組） 

・市役所通りの歩道部においては、歩行者と自転車の通行空間を分離するための整備を行い、県道川

崎府中のＪＲガード下（アンダーパス部）においては、歩行者と自動車から分離した自転車道の整

備を行うことにより、自転車の通行環境を構築し、ともに 2013 年 10 月に本格供用を開始しま

した。 

・幸区内の幸４号線（塚越踏切付近）においては、車道部に自転車の通行位置を明示するための路面

表示（自転車ナビマーク＋矢羽根）を設置し、２０１４年３月に供用を開始しました。 

・緊急対策箇所として、川崎区及び中原区内の幹線道路歩道上の２０８箇所において、自転車利用者

への注意喚起を促す路面表示などの対策を実施しました。 

・自転車の通行環境整備や適正利用を計画的に推進するため、自転車通行環境整備に関する考え方を

検討し、素案をとりまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 県道川崎府中のＪＲガード下（歩行者と自動車から分離した自転車道の整備） 

 

［本市所管］建設緑政局企画課 
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■駐車施策の推進（荷捌き対策）                                

川崎駅周辺地区における無秩序な路上荷さばきを抑制し、人の流れと物流を時間的・空間的に整理

することで、誰もが楽しく安心して歩けるまちを実現していくため、地域の物流関係者、学識経験者、

行政等で構成する「川崎駅周辺地区荷さばき対策検討協議会」での検討・協議のもと、「川崎駅周辺

地区荷さばき対策基本計画」を策定し、関係者の合意に基づく総合的な荷さばき対策を推進します。 

（2013 年度の主な取組） 

・川崎駅周辺地区の路上荷さばき対策に関する基本計画を策定するため、「川崎駅周辺地区荷さばき

対策検討協議会」での検討・協議を経て計画案をとりまとめた後、意見公募（パブリックコメント）

を実施して 2014 年 3 月に「川崎駅周辺地区荷さばき対策基本計画」を策定しました。 

・あわせて、地域の自主ルールとして「荷さばきルール」及び概要パンフレットを策定し、地元商業

者や貨物運送事業者への周知、広報活動等に取り組みました。 

 

 

図 「荷さばきルール」概要パンフレット（抜粋） 

出所 川崎駅周辺地区荷さばき対策検討協議会 

［本市所管］まちづくり局交通政策室 
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■ユニバーサルデザインタクシーの普及                         

高齢者、妊産婦、子供連れ、車いすの方など誰でも利用可能な構造であるユニバーサルデザインタ

クシー車両の導入を促進し、2017 年度末までに川崎市内の法人タクシー総台数の 10％（約 140

台）の導入を目指すとともに、ユニバーサルデザインタクシーに対応した乗場を整備し、ユニバーサ

ルデザインタクシーの認知度を高めることで、誰もが利用しやすい交通環境の整備に向けて取り組み

ます。 

（2013 年度の主な取組） 

・ユニバーサルデザインタクシーの導入にあたりタクシー事業者に対して８台の導入補助を行い、普

及促進を図りました。 

・川崎駅東口駅前広場において全国初となるユニバーサルデザインタクシー専用の乗り場を整備する

とともに、認知度向上のため、2013 年 7 月に神奈川県タクシー協会川崎支部との協働により、

完成記念式典及び PR イベントを行いました。 

・タクシー乗場に関する運用ルールを神奈川県タクシー協会川崎支部と協議し、ユニバーサルデザイ

ンタクシーの優先利用を図りました。 

・2014 年 3 月には、ユニバーサルデザインタクシー対応の乗り場が設けられた武蔵小杉駅東口駅

前広場が供用開始しました。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［本市所管］まちづくり局交通政策室、小杉駅周辺総合整備推進室 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ユニバーサルデザインタクシー 
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■災害時における帰宅困難者対策の推進                      

市内主要駅における駅前滞留者による混乱の抑制に向けて、交通事業者、一時滞在施設、商業施設、

警察、関係団体などで構成する協議会等を設置し、帰宅困難者への誘導や情報提供、災害時要援護者

への支援等の対応方法について検討し、対策を進めています 

（2013 年度の主な取組） 

・川崎駅については、2013 年 11 月に実施した帰宅困難者対策訓練の結果を踏まえ、川崎駅周辺帰

宅困難者等対策協議会が 2014 年３月に「川崎駅周辺の災害時における行動ルール」を作成しま

した。 

・また、都市再生特別措置法に基づき、2013 年 7 月に設立した川崎駅周辺地域都市再生緊急整備

協議会において、川崎駅周辺地域における滞在者等の安全の確保を図るため、帰宅困難者対策訓練

の成果や行動ルール等を反映して、「川崎駅周辺地域都市再生安全確保計画」を 2014 年 3 月に作

成しました。 

・他の主要駅等についても、各区設置の協議会等において対策の検討や訓練を実施しました。 

・2013 年度末までに、市内に一時滞在施設を 31 施設確保しました。また、主要駅に災害時配布用

「帰宅困難者用一時滞在施設マップ」を配備しました。 

・区、主要駅及び全ての一時滞在施設に、帰宅困難者対策用無線機（計 50 台）を配備し、災害時の

連絡体制を確保しました。 

 

 

図 帰宅困難者用一時滞在施設マップ（川崎駅版） 

 

［本市所管］総務局危機管理室、まちづくり局市街地整備推進課、各区役所危機管理担当 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その１） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

安全な歩行環境の 

整備 

 

 

■歩道設置事業による歩道整備実施

（2,872ｍ） 

□歩道設置事業による歩道整備実施

（2,367ｍ） 

⇒表下の補足参照 

 

建設緑政局 

道路施設課 

１ ア、イ 

 

 

 

 

■交差点改良 21 箇所 ■交差点改良 24 箇所完了（通学路の

安全対策として交差点のカラー舗装

等を実施） 

建設緑政局 

道路施設課 

２  

 

 

 

 

■通学路の安全対策 82 箇所 ■通学路の安全対策 90 箇所（通学路

の路側帯のカラー舗装等を実施） 

建設緑政局道

路施設課 

３  

 

 

 

 

■道路照明灯の設置・更新 ■道路照明灯の設置・更新 建設緑政局 

道路施設課 

４  

 ■第１回あんしん歩行エリア追加対

策３地区、第２回あんしん歩行エリア

２地区について対策実施 

■第１回エリア追加対策４地区（観

音、宮前平駅周辺、登戸駅周辺、富士

見公園）、第２回エリア３地区（南加

瀬、柿生駅周辺、小台）の整備完了（路

側帯設置、交差点カラー舗装等を実

施） 

建設緑政局 

道路施設課 

５  

 ■緊急対策踏切及びその他の踏切の

安全対策実施に向けた協議・調整 

■緊急対策踏切及びその他の踏切の

安全対策実施に向けた協議・調整 

・踏切道調整連絡会議や交通安全対策

協議会等を通じて、鉄道事業者など関

係機関と対策内容や実施時期につい

て協議・調整を実施 

建設緑政局 

企画課 

６  

自転車通行環境の 

整備 

■市役所通りや県道川崎府中ＪＲガ

ード下の整備に向けた協議・調整、整

備推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緊急対策箇所への対応 

 

 

 

■自転車通行環境整備に関する考え

方の検討 

■市役所通り（一部区間）及び県道川

崎府中ＪＲガード下の通行環境整備

の実施、本格供用開始     

［2013.10］ 

■市道幸４号線の通行環境整備の実

施、供用開始[2014.3] 

※自転車通行環境整備総延長 

19,620ｍ（前年度+730ｍ） 

・自転車道 

4,330ｍ（前年度+210ｍ） 

・空間分離された自転車歩行者道 

12,420ｍ（前年度+350ｍ） 

・車道内自転車レーン（自転車専用通

行帯）2,700ｍ（前年度と同数） 

・車道混在 170ｍ（前年度+170ｍ） 

■緊急対策箇所への対応 

・自転車利用者への注意喚起を促す路

面表示を実施（川崎区及び中原区管内

の幹線道路歩道上の２０８箇所） 

■自転車通行環境整備に関する考え

方の検討 

・自転車通行環境整備に関する考え方

の検討及び素案のとりまとめ 

建設緑政局 

企画課 

７ ア 

      

      

 

  

施策・事業の進捗状況一覧 

（補足）安全な歩行環境の整備（歩道設置事業による歩道整備） 

●計画どおり進捗しなかった理由：道路占用企業者の埋設管敷設替えによる工事の延期や設計精査のため、所要の進捗には至りません

でした。 

●次年度の取組の方向性：次年度については、引き続き、歩行者の安全確保等を目的とした歩道整備を実施します。 

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その２） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

放置自転車の削減 ■総合的な放置自転車対策への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■川崎駅東口周辺地区総合自転車対

策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■効率的・効果的な駐輪場整備 

■総合的な放置自転車対策への対応 

※自転車等駐車場箇所数 221 箇所 

（前年度+13 箇所） 

・市営 147 箇所（前年度と同数） 

・民営 74 箇所（前年度+13 箇所） 

※自転車等駐車場収容台数 

73,380 台（前年度+1,445 台） 

・市営 50,950 台（前年度+703 台） 

・民営 22,430 台（前年度+742 台） 

※放置自転車台数 5,176 台 

（前年度-2,288 台） 

※放置自転車撤去台数 46,868 台 

（前年度-17,130 台） 

※放置禁止区域指定駅数 44 駅 

（前年度と同数） 

※延べ附置義務届出台数 8,482 台 

（前年度+1,561 台）  

■川崎駅東口周辺地区総合自転車対

策 

・市役所通り時間利用駐輪場（351 台）

の供用開始［2013.4 から段階的に供

用］ 

・川崎駅東口周辺自転車等駐車場第９

施設（449 台）の供用開始［2013.6］ 

・市役所通り（一部区間）及び県道川

崎府中ＪＲガード下の通行環境整備

の実施、本格供用開始［2013.10］ 

・押し歩きなどの自転車通行ルール遵

守キャンペーンの実施 

・第 2 期実施計画の策定［2014.3］ 

■効率的・効果的な駐輪場整備（「川

崎駅東口周辺地区総合自転車対策」及

び民間自転車等駐車場整備費補助金

制度活用」の駐輪場を除く） 

【供用開始（市営）】 

・武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場第５

施設（2,213 台）［2014.3］ 

【事業継続（市営）】 

・溝口駅南口地下駐輪場 

（約 1,900 台） 

・新川崎駅周辺自転車等駐車場第５施

設（約 570 台） 

・新川崎駅周辺自転車等駐車場第６施

設（約 1,700 台） 

建設緑政局 

自転車対策室 

 

 

（武蔵小杉駅

周辺自転車等

駐車場第５施

設関係） 

まちづくり局

小杉駅周辺総

合整備推進室 

８ ア 

 ■民間駐輪場助成制度導入など民間

による駐輪場整備の促進 

 

 

■適正な自転車利用の誘導 

 

 

■新たな料金体系の実施後の検証 

 

 

 

 

 

■駐輪場への誘導などソフト施策の

実施 

■民間自転車等駐車場整備費補助金

制度の導入［2013.4］、制度運用（補

助申請なし。ただし、事前相談は複数

件あり） 

■適正な自転車利用の誘導 

・新川崎周辺地区の放置禁止区域拡大

［2013.10］ 

■新たな料金体系の実施後の検証 

・実施効果の検証と今後の対応の検討

を実施 

・市役所通り時間利用駐輪場（351 台） 

 利用台数 280,024 台 

 3.9 回/1 日・1 箇所 

■駐輪場への誘導などソフト施策の

実施 

・整理誘導員による駐輪場への誘導な

どを実施 

建設緑政局 

自転車対策室 

９  

 

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その３） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

自転車通行ルール

の普及啓発 

■交通安全運動の推進 

 

 

 

■交通安全教育の実施 

 

■自転車マナーアップ推進事業 

 

 

 

■各種広報 

■交通安全運動の実施 

・各季の運動 年４回 

・強化月間 年 2 回（5 月は自転車マ

ナーアップ強化月間) 

■交通安全教育の実施 

・交通安全教室 39,637 名参加 

■自転車マナーアップ推進事業 

・自転車マナーアップ指導員による自

転車マナーアップカードの交付 

6,212 枚 

■各種広報 

・自転車安全利用五則等を掲載した小

冊子 50,000 部作成、各種キャンペー

ン等での配布 

・自転車安全利用啓発ビデオの作成、

等々力競技場等での放映など 

※交通事故件数（2013 年中） 

   3,915 件（前年度-555 件） 

※自転車関連事故件数（2013 年中） 

   1,162 件（前年度-188 件） 

市民・こども

局 

地域安全推進

課 

１０ ア 

駐車施策の推進 ■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■川崎駅周辺地区の小規模建築物に

おける物流対策推進計画案の策定 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

・駐車場法、大規模小売店舗立地法、

附置義務条例等に基づく事業者協議

及び指導を実施 

※附置義務駐車場（自動車） 

   1,156 箇所/59,396 台 

（前年度+34 箇所/+3,134 台） 

※附置義務駐車場（自動二輪車） 

   153 箇所/761 台 

（前年度+25 箇所/+123 台） 

※附置義務駐車場（荷捌き） 

   80 箇所/646 台 

（前年度+18 箇所/+105 台） 

※届出駐車場（自動車） 

   104 箇所/19,050 台 

（前年度+2 箇所/+925 台） 

※届出駐車場（自動二輪車） 

  13 箇所/236 台 

（前年度+2 箇所/+23 台) 

■附置義務基準の変更案の検討 

・専有面積３６㎡未満の住戸やカーシ

ェアリング導入案件に対する附置義

務対象住戸数の緩和及び荷さばき車

両スペースを駐車施設 2 台分設置と

みなす規定等の検討を実施 

■「川崎駅周辺地区荷さばき対策基本

計画」及び「荷捌きルール」の策定

［2014.3］、地元商業者や貨物運送事

業者への荷捌きルールの周知 

まちづくり局 

交通政策室 

１１ ア 

JR 南武線武蔵溝ノ

口以北の駅アクセ

ス向上 

■稲田堤駅の橋上駅舎化の詳細設計 

■津田山駅の橋上駅舎化の詳細設計 

■稲田堤駅の橋上駅舎化の詳細設計 

■津田山駅の橋上駅舎化の詳細設計 

まちづくり局 

交通政策室 

１２ ア、イ 

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その４） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

駅周辺における 

バリアフリー化 

 

 

■バリアフリー推進構想の策定２地

区(中野島・稲田堤駅、津田山・久地・

宿河原駅周辺地区)) 

■推進構想の策定２地区 

※バリアフリー推進構想 全 11 地区

の策定完了 

まちづくり局 

企画課 

１３ ア、イ 

 

 

 

 

■バリアフリー推進構想地区 ２地区

（元住吉駅周辺、高津・二子新地駅周

辺）の整備実施 

■推進構想地区 ２地区（元住吉駅周

辺、高津・二子新地駅周辺）の整備完

了（点字ブロックの設置により移動円

滑化を推進） 

建設緑政局 

道路施設課 

１４  

駅構内のバリアフ

リー化 

■鉄道駅へのエレベーターの整備促

進（１駅１基分:ＪＲ南武支線八丁畷

駅） 

□鉄道駅へのエレベーターの整備促

進に向けた調整（ＪＲ南武支線八丁畷

駅１基分） 

⇒表下の補足１参照 

※バリアフリー化駅数 

   市内54駅中46駅（前年度と同数） 

まちづくり局 

交通政策室 

１５ ア、イ 

 ■ホームドア等の転落防止策の推進 ■ホームドア等の転落防止策の推進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じ

て、鉄道事業者へホームドア等の整備

推進を要望 

・ホームドア等設置に対する補助制度

創設に向けた関係自治体との協議調

整を実施し、設置補助制度を創設 

※内方線付き点状ブロック設置駅数  

  市内 54 駅中 36 駅（前年度+5 駅） 

 （設置駅のうち、向河原駅、久地駅、

百合ヶ丘駅は片側ホームのみ設置） 

※ホームドア設置駅数 

  市内 54 駅中 3 駅（前年度と同数） 

（設置駅である新丸子駅、武蔵小杉

駅、元住吉駅は、いずれも東急目黒線

ホームのみ設置） 

まちづくり局 

交通政策室 

１６  

 

 

 

 

■武蔵小杉駅連絡通路Ⅱ期整備工事

完了（エスカレータ・エレベータ工事） 

■武蔵小杉駅連絡通路Ⅱ期整備工事

完了（エスカレータ・エレベータ工

事）、供用開始［2013.7］ 

まちづくり局 

小杉駅周辺総 

合整備推進室 

１７  

ノンステップバス

の導入促進 

■民間バス事業者へのノンステップ

バスの導入促進 

□民間バス事業者へのノンステップ

バスの導入補助（補助申請なし）、協

議・調整 

⇒表下の補足２参照 

※民間バス事業者のノンステップバ

ス導入率 

   75％（前年度+3％（+25 両）） 

まちづくり局 

交通政策室 

１８ イ 

 ■市バス車両のノンステップバス導

入（10 両） 

■市バス車両のノンステップバス導

入（11 両）                                                      

※市バス・バリアフリー対応車両 

100％（340 両） 

  うち、ノンステップバス 317 両 

交通局運輸課 １９  

      

      

      

      

  

（補足１）駅構内のバリアフリー化（鉄道駅へのエレベーターの整備促進） 

●計画どおり進捗しなかった理由：2013 年度設置予定であった、ＪＲ南武支線八丁畷駅のエレベーター設置事業について、鉄道事業

者による設計等の調整に時間を要しました。 

●次年度の取組の方向性：鉄道事業者及び本市と協調補助を行う予定の県と協議調整を行った結果、2015 年度に整備することになり

ました。 

（補足２）ノンステップバスの導入促進（民間バス事業者へのノンステップバスの導入補助） 

●計画どおり進捗しなかった理由：民間バス事業者によるノンステップバスの導入促進に向け、対象となる民間バス事業者への働きか

けを行いましたが、市内営業所への導入計画が見送られた結果、本市補助制度は活用されませんでした。ただし、補助なしでの各事業

者による導入が川崎市全体で 36 台（市バス 11 台、民間バス 25 台）あり、全国平均 55％に対し、市全体の導入率は 84％に達しま

した。 

●次年度の取組の方向性：次年度についても、引き続き、誰もが利用しやすい移動手段の確保に向けて、民間バス事業者に対し、ノン

ステップバス導入を促進します。 

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その５） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

ユニバーサルデザ

インタクシーの普

及 

■ユニバーサルデザインタクシー導

入補助 

 

 

 

 

■ユニバーサルデザインタクシー対

応の乗場整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

■タクシー乗場の運用ルールの調整 

■ユニバーサルデザインタクシー導

入補助８台 

※ユニバーサルデザインタクシー市

内登録台数／導入率 

  27 台／1.9％ 

（前年度+9 台／+0.7％） 

■ユニバーサルデザインタクシー対

応の乗場整備 

・川崎駅東口駅前広場の乗場整備、供

用開始［2013.7］ 

・武蔵小杉駅東口駅前広場の乗場整

備、供用開始［2014.3］ 

※ユニバーサルデザインタクシー対

応乗場箇所数／バース数 

   3 箇所／4 バース 

（前年度+2 箇所／+3 バース） 

■タクシー乗場の運用ルールの調整 

・ユニバーサルデザインタクシーの優

先利用ルールの策定 

まちづくり局 

交通政策室 

 

（武蔵小杉駅

東口駅前広場

関係） 

まちづくり局 

小杉駅周辺総 

合整備推進室 

２０ イ 

ターミナル駅など

における案内情報

の充実 

 

■川崎駅東西自由通路案内板（音声誘

導付き案内板 1 基）の整備 

・工事着手、整備推進 

■川崎駅東西自由通路案内板（音声誘

導付き案内板 1 基）の整備 

・工事着手［2014.3］、整備推進 

まちづくり局 

企画課 

２１ イ、ウ 

 ■バスロケーションシステム導入補

助(バス停表示機２基／年) 

■バスロケーションシステム導入補

助（バス停表示機７基／年） 

※バス停表示機設数 39 基 

（前年度+7 基） 

■バス運行情報表示の統合化等に関

するバス事業者との検討調整 

まちづくり局 

交通政策室 

２２  

 ■市バスナビの充実 ■市バスナビの充実 

・朝ラッシュ時間帯に満員通過が発生

している柿生線（溝口駅南口～柿生駅

前）の停留所３箇所に停留所運行情報

表示器を設置 

・スマートフォンへの対応を実施 

※停留所運行情報表示器設置総数 

 20 基 

交通局運輸課 ２３  

道路橋りょうの耐

震化 

■１１４橋整備完了（八幡橋他８橋の

耐震工事） 

■１２２橋整備完了（馬取橋他９橋の

耐震工事の完成、継続１橋） 

※耐震工事完了 122／124 橋 

建設緑政局 

道路整備課 

２４ ウ 

鉄道施設の耐震化

（駅舎等の耐震対

策の推進） 

■鉄道施設の耐震化の推進 ■鉄道施設の耐震化の推進 

・耐震化事業に対する補助制度創設に

向けた関係自治体との協議調整を実

施 

まちづくり局 

交通政策室 

２５ ウ 

道路の無電柱化 ■事業の推進 

［完了］南幸町渡田線（元木交差点～

渡田交差点） 

【事業継続】国道４０９号(市ノ坪）な

ど 8 路線 13 箇所 

■事業の推進 

【完了】南幸町渡田線（元木交差点～

渡田交差点） 

【事業継続】国道４０９号(市ノ坪）な

ど 8 路線 13 箇所 

建設緑政局 

企画課 

道路整備課 

道路施設課 

２６ ア、イ、

ウ 

 ■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線など 2 路線

（再開発事業区域）      

■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線など 2 路線

（再開発事業区域） 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

２７  

 ■武蔵小杉駅南口地区東街区・西街区

第一種市街地再開発事業 

【完成】地区幹線道路 1 号など 4 路線

（再開発事業区域） 

■武蔵小杉駅南口地区東街区・西街区

第一種市街地再開発事業 

【完成】地区幹線道路 1 号など 4 路線

（再開発事業区域） 

まちづくり局 

小杉駅周辺総 

合整備推進室 

２８  

 ■小杉町 3 丁目中央地区第一種市街

地再開発事業 

【事業継続】地区幹線道路 1 号（再開

発事業区域） 

■小杉町 3 丁目中央地区第一種市街

地再開発事業 

【事業継続】地区幹線道路 1 号（再開

発事業区域） 

まちづくり局 

小杉駅周辺総 

合整備推進室 

２９  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
 



27 

重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その６） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

道路の無電柱化 

【前ページのつづ

き】 

 

― ※無電柱化道路整備延長 35.2km 

（前年度＋2.2km）  

 延長には国の直轄国道を含まず 

建設緑政局 

路政課 

― ア、イ、

ウ 

 

 

 

 

■国直轄事業の促進 

【事業継続】国道 409 号など 2 路線 

■国直轄事業の促進 

【事業継続】国道 409 号など 2 路線 

建設緑政局 

広域道路課 

３０  

緊急交通路、輸送道

路の整備、機能確保 

■緊急輸送道路の整備 

【完了】上麻生連光寺（片平）、扇町

川崎停車場（南渡田）、稲城読売ラン

ド前停車場、東京丸子横浜線（木月） 

【事業継続】 

国道４０９号（市ノ坪）など 13 路線

19 箇所 

■緊急輸送道路の整備 

【完了】上麻生連光寺（片平）、扇町

川崎停車場（南渡田）、稲城読売ラン

ド前停車場、東京丸子横浜線（木月） 

【事業継続】 

国道４０９号（市ノ坪）など 13 路線

19 箇所 

建設緑政局 

企画課 

道路整備課 

３１ ウ 

 ■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線（再開発事

業区域） 

■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線（再開発事

業区域） 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

３２  

 ■緊急交通路・緊急輸送道路の市民や

道路利用者への周知 

■緊急交通路・緊急輸送道路の市民や

道路利用者への周知 

・緊急交通路・緊急輸送道路のホーム

ページでの指定路線の掲載による周

知 

・緊急交通路標識による周知 

建設緑政局 

企画課 

道路施設課 

３３  

 

 

 

 

■通行障害建築物への耐震化費用の

助成 

■通行障害建築物への耐震化費用の

助成 

・耐震診断１件 

まちづくり局 

建築管理課 

３４  

災害時における帰

宅困難者対策の推

進 

■主要駅周辺の連携体制づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一時滞在施設の確保 

 

 

 

 

■帰宅困難者用備蓄の確保 

■主要駅ごとの協議会等での対策推

進 

・川崎駅周辺帰宅困難者対策訓練の実

施［2013.11］ 

・川崎駅周辺の災害時における行動ル

ールの作成［2014.3］ 

・川崎駅周辺地域 都市再生安全確保

計画の作成［2014.3］ 

・その他主要駅等を対象とした対策検

討、訓練実施等 

・帰宅困難者用リーフレットの作成 

■一時滞在施設の確保 

・市内 31 施設確保 

・主要駅への一時滞在マップの配備 

・各区、主要駅、一時滞在施設への無

線機 50 台の配備 

■帰宅困難者用備蓄の確保 

・飲料水、防寒シートを各区で保管（計

35,000 人分） 

総務局 

危機管理室 

 

各区役所 

危機管理担当 

 

（都市再生安全 

確保計画関係） 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

３５ ウ 

 

 

重点施策（２）関連の鉄道及び道路ネットワーク形成事業（代表的な事業を記載） 

事業名    
取組の方針 

重点施策の概要参照 

京急大師線連続立体交差事業 

取組概要については 
重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 

13、14 ページ参照 

ア 

ＪＲ南武線連続立体交差事業 ア 

川崎縦貫鉄道 ウ 

横浜市営地下鉄 3 号線の延伸 ウ 

臨港道路東扇島水江町線 ウ 

川崎縦貫道路 ア、ウ 

国道 357 号 ウ  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（３） 市民生活を支える公共交通の強化 

 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

誰もが利用できる公共交通を駅を中心により利用しやすくし、強化することで、利用促進を

図り、将来にわたる市民生活を支えます。 

・地域の特性に応じ、駅やバス停へのアクセスを改善することにより、市民生活を支える公共

交通を利用しやすくし、効果的にその利用促進を図ります。 

・駅の結節機能の強化などにより、駅を中心に公共交通をより利用しやすくし、その利用促進

を図ることで、将来にわたって、公共交通を維持し、市民生活を支えます。 

 

■取組の方針 

ア 公共交通へのアクセス向上  

①駅までの速達性・定時性の向上に向け、地域の特性に応じ、都市計画道路の整備などバス

の走行環境の改善への取組を推進します。 

②道路基盤の状況や地域住民の取組状況などの地域の特性やニーズに応じ、駅やバス停への

アクセスの改善に向けた検討を進めるとともに住民主体の交通改善に向けた取組等への支

援を推進します。 

③中長期的には、新たな鉄道等の整備により、公共交通へのアクセスを向上させる取組を推

進します。 

イ 駅周辺の特性に応じた交通環境の整備及び公共交通の利用促進 

①駅のアクセス数や利用者等の規模を踏まえ、アクセス性、回遊性、乗継利便性の向上など

の交通結節機能の強化や交通集中による混雑を緩和するため、自由通路や駅前広場等の整

備、駐輪場の効率的な運用を推進します。 

②複数の路線が乗り入れるターミナル駅などにおいては、バスやタクシー、自転車など様々

な交通がアクセスすることから、それらの乗り継ぎの更なる円滑化、利便性の向上に向け、

駅前広場等の整備、案内情報等の充実を推進します。 

③鉄道により地域が分断され、駅へのアクセス性や結節機能の向上を図るべき駅において、

駅を橋上駅舎化し、駅へのアクセス性の向上を推進します。 

④路線バスの運行案内等の情報提供の充実、市民へのＰＲなどを行い、バス利用を促進する

取組を推進します。 

⑤交通遮断、地域分断を解消する鉄道立体交差化と連携して、地域交通網の見直しや駅前空

間の充実など駅アクセス性の向上を推進します。 
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2013 年度の主な取組 

■地域特性等に応じた地域交通支援策の充実に向けた検討              

路線バスの新設、増便に向けた取組やコミュニティ交通の導入に対する支援内容など、地域交通に

関する支援方策を整理し、「地域交通の手引き」を改訂します。 

（2013 年度の主な取組） 

・学識経験者、公募市民、専門家で構成する「川崎市地域公共交通会議」での議論のもと、新たに創

設した路線バスの社会実験支援制度などを反映した改訂案をまとめた後、意見公募（パブリックコ

メント）を実施して 2014 年 3 月に「地域交通の手引き」を改訂しました。 

 

 

 

■コミュニティ交通等の導入検討、支援                               

地域の特性やニーズを踏まえ、地元住民が主体となったコミュニティ交通の導入について、進捗状

況に応じた支援を行いながら、持続可能な本格運行の実施に向けた取組を推進します。 

（2013 年度の主な取組） 

・地域住民が主体となったコミュニティ交通の事業継続、

導入に向け、高石地区における利用調査、バス停増設

等に対する技術的支援や、白幡台地区における協議会

の設立に向けたアドバイス等を行いました。 

・長尾台地区においては 2013 年７月から３ヶ月間の

試行運行を支援し、2014 年 3 月に本格運行を決定

しました。 

図 地域交通の手引き 
       （抜粋） 

 

［本市所管］ 

まちづくり局交通政策室 

 

図 長尾台地区「あじさい号」 

 

［本市所管］まちづくり局交通政策室 
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■武蔵小杉駅東口駅前広場の整備                         

武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業（組合施行）を推進し、施設建築物とともに、

駅前広場等の整備を行い、本市の広域拠点にふさわしい都市機能と交通結節機能の強化を図ります。 

（2013 年度の主な取組） 

・市街地再開発組合への技術的な支援を適切に行うとともに、道路・交通管理者や交通事業者との協

議の上、駅前広場を整備し、2014 年３月に供用を開始しました。 

・武蔵小杉駅東口駅前広場の概要 

【広場面積】約 4,500 ㎡ 

【交通施設】バスのりば３箇所、ユニバーサルデザインタクシー対応タクシー乗場１箇所 

障害者乗降場１箇所、一般者乗降場１箇所 

雨よけのシェルター、地下駐輪場（約 2,200 台） 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

［本市所管］まちづくり局小杉駅周辺総合整備推進室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎駅東口には高速バス発着場を整備 

・2013 年７月には、ＪＲ川崎駅東口周辺の市

道小川町線に、川崎と名古屋・大阪・金沢・

盛岡などの各都市を結ぶ高速路線バスの発着

場を整備し、2013 年度には、約 7 万人の利

用がありました。 

［本市所管］まちづくり局企画課 

 

 

 

図 川崎駅東口高速バス発着場 

 

 

 
図 駅前広場概要図 
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■川崎駅北口自由通路の整備                          

新たな改札口とあわせた北口自由通路を整備すること

により、東西自由通路の混雑を緩和するとともに、駅東西

の回遊性及び利便性の一層の向上を図ります。 

（2013 年度の主な取組） 

・隣接ビルとの接続に関する「覚書」を締結するとともに、

支障物移転に係る関係者調整や周辺住民への工事説明

会等を行い、２０１３年 6 月に工事に着手しました。 

・駅利用者への安全性等に配慮した施工管理や工程管理を

行い、券売機等の既存駅関連施設の移転を完了しました。 

［本市所管］まちづくり局市街地整備推進課 

 

 

■鹿島田跨線歩道橋の整備                           

ＪＲ横須賀線新川崎駅へのアクセス性や歩行者の安全性の向上のため、既存の鹿島田跨線橋を補完

して、ＪＲ横須賀線新川崎駅と交通広場を連絡する歩道橋を整備します。 

（2013 年度の主な取組） 

・跨線歩道橋の床面や屋根等の仕上げとなる橋面工事が 2013 年９月に完了し、10 月から供用を開

始しました。（歩道橋幅員６ｍ、延長約１２３ｍ） 

・また、跨線歩道橋と交通広場等に接続する階段及びエレベーター工事についても、2014 年１月に

完了し、2 月から供用を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［本市所管］まちづくり局市街地整備推進課 

 

図 北改札付近（完成イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

図 鹿島田跨線歩道橋 

交通広場 
（計画地） 

新川崎駅 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その１） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

都市計画道路等の

整備 

■街路整備事業 

【完成】東京丸子横浜線（木月）、世

田谷町田線（万福寺） 

【着手】溝ノ口線 

□街路整備事業 

【完成】東京丸子横浜線（木月）    

【事業継続】宮内新横浜線（宮内）な

ど１０路線１８箇所 

⇒１４ページ補足２参照 

建設緑政局 

道路整備課 

１ ア、イ 

 ■道路改良事業（国県道） 

【完成】扇町川崎停車場、上麻生連光

寺（片平） 

■道路改良事業（国県道） 

【完成】扇町川崎停車場、上麻生連光

寺（片平）、稲城読売ランド前停車場             

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など５路線７箇所 

建設緑政局 

道路整備課 

２  

 ■道路改良事業（市道のうちバス運行

路線） 

【事業継続】宮前６号線（野川）など

７路線 

■道路改良事業（市道のうちバス運行

路線） 

【事業継続】宮前６号線（野川）など

７路線 

建設緑政局 

道路整備課 

道路施設課 

３  

 

 

 

 

■橋りょう整備事業 

・等々力大橋(仮称)の橋梁比較設計等 

・柿生陸橋拡幅整備に向けた調査、関

係機関との調整 

■橋りょう整備事業 

・等々力大橋(仮称)の橋梁比較設計等 

・柿生陸橋拡幅整備に向けた調査、関

係機関との調整 

建設緑政局 

道路整備課 

４  

 ■国道４０９号（国道１５号～国道１

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

■国道４０９号（国道１５号～国道１

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

・川崎駅周辺などの交通円滑化に向

け、国等関係機関と協議・調整を実施 

建設緑政局 

広域道路課 

５  

 ■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線（再開発事

業区域） 

■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線（再開発事

業区域） 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

６  

 ■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業 

【完成】武蔵小杉駅南口線（再開発事

業区域） 

■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業 

【完成】武蔵小杉駅南口線（再開発事

業区域） 

まちづくり局 

小杉駅周辺 

総合整備 

推進室 

７  

 ■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸 1 号線（区画整理事

業区域）など 6 路線 

■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸 1 号線（区画整理事

業区域）など 6 路線 

まちづくり局 

登戸区画 

整理事務所 

８  

バス優先レーンの

機能確保（バス優先

レーン上の駐停車

対策の推進） 

■川崎駅東口周辺の交通環境改善に

向けた検討（バスレーン上に駐停車す

る企業送迎バス対策を含む）、関係機

関との協議調整 

■川崎駅東口周辺における交通手段

別の停車エリアの区分、乗降のルール

化の検討、関係機関との協議調整、改

善方策のとりまとめ 

まちづくり局

交通政策室 

９ ア、イ 

 ■川崎駅周辺地区の小規模建築物に

おける物流対策推進計画案の策定 

■「川崎駅周辺地区荷さばき対策基本

計画」及び「荷捌きルール」の策定

［2014.3］、地元商業者や貨物運送事

業者への荷捌きルールの周知 

まちづくり局

交通政策室 

１０  

 ■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

・市民総ぐるみ運動で広報啓発活動を

展開 

市民・こども 

局地域安全推 

進課 

１１  

地域等性等に応じ

た地域交通支援策

の充実に向けた検

討 

■「地域交通の手引き」の改訂 ■「地域交通の手引き」の改訂［2014．

3］ 

・創設した路線バスの社会実験支援制

度などを手引きに反映 

・運行実験と試行運行をひとつにまと

め、導入までの時間短縮、負担軽減を

図る 

・協議会設立時、本格運行後のステッ

プを追加 

まちづくり局

交通政策室 

１２ ア 

バス事業者との連

絡体制の強化 

■バス事業者連絡会議の設置及び開

催 

■バス事業者連絡会議の設置［2013．

8］、会議開催(市民要望や道路・駅前

広場の整備進捗状況などの情報共有、

路線バス社会実験支援制度創設に向

けた協議） 

まちづくり局

交通政策室 

１３ ア 

施策・事業の進捗状況一覧 進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その２） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

バス運行社会実験

制度の導入、実施 

■路線バス社会実験支援制度創設 ■路線バス社会実験支援制度創設

［2014.3］（新規路線及び既存路線の

一部変更等の社会実験にかかる経費

と運賃収入の差額の 1/2 をバス事業

者へ補助） 

まちづくり局 

交通政策室 

１４ ア 

コミュニティ交通

等の導入検討・支援 

■地域協議会等への支援 

 

 

 

 

 

 

■条件の整った地区における本格運

行の実施に向けた取組の推進 

 

 

 

■コミュニティ交通への支援充実 

 

■地域協議会等への支援 

【高石地区】利用者調査、バス停増設、

ルート・ダイヤ更新に向けた取組 

【白幡台地区】協議会設立に向けたア

ドバイス、交通行動調査の実施 

【岡上西地区】協議会設立に向けたア

ドバイス 

■条件の整った地区における本格運

行の実施に向けた取組の推進 

【長尾台地区】試行運行の実施

［2013.7～9］、本格運行に向けた検

討、本格運行の決定 

■コミュニティ交通への支援充実（車

両買替え費用の補助および予備車の

貸与の追加措置） 

まちづくり局 

交通政策室 

１５ ア 

駅前広場の整備 

 

溝口駅南口 

■駅前広場整備に向けた関係機関と

の協議、調整 

溝口駅南口 

■駅前広場整備に向けたバス事業者、

高津区役所等関係機関との協議調整

の実施 

■地下駐輪場の整備推進 

建設緑政局 

道路整備課 

１６ ア、イ 

 武蔵小杉駅東口 

■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業の推進 

・駅前広場工事着工、工事完成、供用

開始 

武蔵小杉駅東口 

■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業の推進 

・工事着工、工事完成、供用開始

［2014.3］ 

まちづくり局 

小杉駅周辺総 

合整備推進室 

１７  

 新川崎駅 

■道路内建築許可、計画通知等の建築

基準法上の手続 

新川崎駅 

■道路内建築許可、計画通知等の建築

基準法上の手続完了 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

１８  

 登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口 

■登戸土地区画整理事業の推進 

登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口 

■登戸土地区画整理事業の推進 

※仮換地指定率 66.1％ 

（前年度+1.2％） 

※宅地使用開始率 51.2％ 

（前年度+1.6％）  

まちづくり局 

登戸区画整理 

事務所 

１９  

 産業道路駅 

■駅前バス交通広場の整備に向けた

協議・調整と段階的整備推進 

産業道路駅 

■駅前周辺地区の地区計画ほか都市

計画の決定［2014.3］ 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

２０  

 川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討 

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討に向け

た周辺交通実態等の把握 

建設緑政局 

広域道路課 

２１  

 柿生駅南口 

■再開発事業の推進に向けた取組 

 

 

■バス暫定広場の維持管理 

柿生駅南口 

■再開発事業の推進に向けた取組 

・事業推進方策の検討、権利者調整(ま

ちづくり協議会等) 

■バス暫定広場の維持管理 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

２２  

（川崎駅周辺の交

通環境改善等） 

■川崎駅東口周辺の交通環境改善に

向けた検討、関係機関との協議調整 

 

 

■鉄道、バス等の交通手段間での乗継

ぎ円滑化方策等の調査、検討 

■川崎駅東口周辺における交通手段

別の停車エリアの区分、乗降のルール

化の検討、関係機関との協議調整、改

善方策のとりまとめ 

■鉄道、バス等の交通手段間での乗継

ぎ円滑化方策等の調査、検討 

・臨海部へのアクセス経路、交通手段

間の乗継方策の検討、協議調整を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

２３  

 

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その３） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

（川崎駅周辺の交

通環境改善等） 

【前ページのつづき】 

■川崎駅周辺地区の小規模建築物に

おける物流対策推進計画案の策定 

■「川崎駅周辺地区荷さばき対策基本

計画」及び「荷捌きルール」の策定

［2014.3］、地元商業者や貨物運送事

業者への荷捌きルールの周知 

まちづくり局 

交通政策室 

２４ ア、イ 

 ■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

・市民総ぐるみ運動で広報啓発活動を

展開 

市民・こども 

局地域安全推 

進課 

２５  

 

 

 

 

■川崎駅東口高速バス発着場 

・整備、供用開始 

■川崎駅東口高速バス発着場 

・整備、供用開始［2013.7］ 

まちづくり局 

企画課 

 

 

２６  

（鷺沼駅周辺の交

通環境改善等） 

■鷺沼駅周辺交通環境等の改善に関

する基本方針のとりまとめ 

■鷺沼駅周辺の交通環境改善に向け

た取組の推進 

■鷺沼駅周辺交通環境等の改善に関

する基本的な方向性の整理 

■鷺沼駅周辺の交通環境改善に向け

た取組の推進 

・市道鷺沼線への信号機及び横断防止

柵の設置など歩行者の安全対策を実

施 

まちづくり局 

企画課 

２７  

（新百合ケ丘駅周

辺の交通環境改善

等） 

■新百合ヶ丘駅周辺地区の交通環境

に関する整備メニューの改定 

■新百合ヶ丘駅周辺地区の交通環境

に関する整備メニュー案の策定 

・駅前ロータリーの交通流の整流化、

信号機現示の変更などの整備メニュ

ー案を整理 

まちづくり局 

企画課 

２８  

自由通路、連絡通路

の整備 

川崎駅北口自由通路 

■整備 

川崎駅北口自由通路 

■工事着手［2013.6］、整備(券売機

等の既存駅関連施設の移転を完了) 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

２９ ア、イ 

 向ヶ丘遊園連絡通路 

■整備推進 

向ヶ丘遊園連絡通路 

■整備推進 

・連絡通路工事、道路認定等に係る関

係機関との協議調整を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

３０  

 鹿島田跨線歩道橋 

■工事完了、供用開始 

鹿島田跨線歩道橋 

■歩道橋供用開始［2013.10］、交通

広場接続階段・エレベータ供用開始

［2014.2］ 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

３１  

駐輪場の効率的な

運用（整備、誘導、

運用） 

■総合的な放置自転車対策への対応 ■総合的な放置自転車対策への対応 

※自転車等駐車場箇所数 221 箇所 

（前年度+13 箇所） 

・市営 147 箇所（前年度と同数） 

・民営 74 箇所（前年度+13 箇所） 

※自転車等駐車場収容台数 73,380

台（前年度+1,445 台） 

・市営 50,950 台（前年度+703 台） 

・民営 22,430 台（前年度+742 台） 

※放置自転車台数 5,176 台 

（前年度-2,288 台） 

※放置自転車撤去台数 46,868 台 

（前年度-17,130 台） 

※放置禁止区域指定駅数 44 駅 

（前年度と同数） 

※延べ附置義務届出台数 8,482 台 

（前年度+1,561 台）   

 

建設緑政局自

転車対策室 

 

 

（武蔵小杉駅

周辺自転車等

駐車場第５施

設関係） 

まちづくり局

小杉駅周辺総

合整備推進室 

３２ イ 

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その４） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

駐輪場の効率的な

運用（整備、誘導、

運用） 

【前ページのつづき】 

■川崎駅東口周辺地区総合自転車対

策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■効率的・効果的な駐輪場整備 

■川崎駅東口周辺地区総合自転車対

策 

・市役所通り時間利用駐輪場（351 台）

の供用開始［2013.4 から段階的に供

用］ 

・川崎駅東口周辺自転車等駐車場第９

施設（449 台）の供用開始［2013.6］ 

・市役所通り（一部区間）及び県道川

崎府中ＪＲガード下の通行環境整備

の実施、本格供用開始［2013.10］ 

・押し歩きなどの自転車通行ルール遵

守キャンペーンの実施 

・第 2 期実施計画の策定［2014.3］ 

■効率的・効果的な駐輪場整備（「川

崎駅東口周辺地区総合自転車対策」及

び民間自転車等駐車場整備費補助金

制度活用」の駐輪場を除く） 

【供用開始（市営）】 

・武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場第５

施設（2,213 台）［2014.3］ 

【事業継続（市営）】 

・溝口駅南口地下駐輪場 

（約 1,900 台） 

・新川崎駅周辺自転車等駐車場第５施

設（約 570 台） 

・新川崎駅周辺自転車等駐車場第６施

設（約 1,700 台） 

建設緑政局自

転車対策室 

 

 

（武蔵小杉駅

周辺自転車等

駐車場第５施

設関係） 

まちづくり局

小杉駅周辺総

合整備推進室 

 

【前ページの

つづき】 

３２ 

つづき 

イ 

 ■民間駐輪場助成制度導入など民間

による駐輪場整備の促進 

 

 

■適正な自転車利用の誘導 

 

 

■新たな料金体系の実施後の検証 

 

 

 

 

 

■駐輪場への誘導などソフト施策の

実施 

 

 

■駐輪場の指定管理者制度の運用 

■民間自転車等駐車場整備費補助金

制度の導入［2013.4］、制度運用（補

助申請なし。ただし、事前相談は複数

件あり） 

■適正な自転車利用の誘導 

・新川崎周辺地区の放置禁止区域拡大

［2013.10］ 

■新たな料金体系の実施後の検証 

・実施効果の検証と今後の対応の検討

を実施 

・市役所通り時間利用駐輪場（351 台） 

 利用台数 280,024 台 

 3.9 回/1 日・1 箇所 

■駐輪場への誘導などソフト施策の

実施 

・整理誘導員による駐輪場への誘導な

どを実施 

■指定管理者による管理運営の実施 

※指定管理者自転車等駐車場 

139 箇所（前年度と同数） 

建設緑政局 

自転車対策室 

３３ ア、イ 

ターミナル駅など

における案内情報

の充実（再掲） 

 

■川崎駅東西自由通路案内板（音声誘

導付き案内板 1 基）の整備 

・工事着手、整備推進 

■川崎駅東西自由通路案内板（音声誘

導付き案内板 1 基）の整備 

・工事着手［2014.3］、整備推進 

まちづくり局 

企画課 

３４ イ 

 ■バスロケーションシステム導入補

助(バス停表示機２基／年) 

■バスロケーションシステム導入補

助（バス停表示機７基／年） 

※バス停表示機設数 39 基 

（前年度+7 基） 

■バス運行情報表示の統合化等に関

するバス事業者との検討調整 

まちづくり局 

交通政策室 

３５  

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その５） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

ターミナル駅など

における案内情報

の充実（再掲） 

【前ページのつづき】 

■市バスナビの充実 ■市バスナビの充実 

・朝ラッシュ時間帯に満員通過が発生

している柿生線（溝口駅南口～柿生駅

前）の停留所３箇所に停留所運行情報

表示器を設置 

・スマートフォンへの対応を実施 

※停留所運行情報表示器設置総数 20

基 

交通局運輸課 ３６ イ 

JR 南武線武蔵溝ノ

口以北の駅アクセ

ス向上（再掲） 

■稲田堤駅の橋上駅舎化の詳細設計 

■津田山駅の橋上駅舎化の詳細設計 

■稲田堤駅の橋上駅舎化の詳細設計 

■津田山駅の橋上駅舎化の詳細設計 

まちづくり局 

交通政策室 

３７ ア、イ 

公共交通利用の喚

起施策の推進 

■公共交通利用を喚起、促進するソフ

ト施策の検討 

■公共交通利用を喚起、促進するソフ

ト施策の検討 

・先進事例調査、施策の実施可能性に

関するヒアリング等を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

３８ イ 

連続立体交差化と

連携した地域交通

網の整備 

■ＪＲ南武線連続立体交差事業に伴

う交通基盤整備のあり方の検討 

■ＪＲ南武線連続立体交差事業に伴

う交通基盤整備のあり方の検討 

・連続立体交差事業を契機として取り

組む関連事業の基礎資料を整理 

建設緑政局 

企画課 

まちづくり局 

企画課 

ほか 

３９ ア、イ 

駐車施策の推進（再

掲） 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■川崎駅周辺地区の小規模建築物に

おける物流対策推進計画案の策定 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

・駐車場法、大規模小売店舗立地法、

附置義務条例等に基づく事業者協議

及び指導を実施 

※附置義務駐車場（自動車） 

   1,156 箇所/59,396 台 

（前年度+34 箇所/+3,134 台） 

※附置義務駐車場（自動二輪車） 

   153 箇所/761 台 

（前年度+25 箇所/+123 台） 

※附置義務駐車場（荷捌き） 

   80 箇所/646 台 

（前年度+18 箇所/+105 台） 

※届出駐車場（自動車） 

   104 箇所/19,050 台 

（前年度+2 箇所/+925 台） 

※届出駐車場（自動二輪車） 

  13 箇所/236 台 

（前年度+2 箇所/+23 台) 

■附置義務基準の変更案の検討 

・専有面積３６㎡未満の住戸やカーシ

ェアリング導入案件に対する附置義

務対象住戸数の緩和及び荷さばき車

両スペースを駐車施設 2 台分設置と

みなす規定等の検討を実施 

■「川崎駅周辺地区荷さばき対策基本

計画」及び「荷捌きルール」の策定

［2014.3］、地元商業者や貨物運送事

業者への荷捌きルールの周知 

まちづくり局 

交通政策室 

４０ ア、イ 

 

 

重点施策（３）関連の鉄道及び道路ネットワーク形成事業（代表的な事業を記載） 

事業名    
取組の方針 

重点施策の概要参照 

京急大師線連続立体交差事業 
取組概要については 

重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 
13、14 ページ参照 

イ 

ＪＲ南武線連続立体交差事業 イ 

川崎縦貫鉄道 ア 

横浜市営地下鉄 3 号線の延伸 ア 

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（４） 環境に配慮した交通の低炭素化 

 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

環境にやさしく利便性の高いコンパクトなまちづくりや複合的な取組による都市の低炭素

化を目指すスマートシティの実現を支える、環境に配慮した交通体系の構築を進めます。 

・拠点となる駅周辺への、公共公益施設をはじめ様々な都市機能の効率的な集約化にあわせて、

駅へのアクセス性を高める取組などを推進し、環境にもやさしく利便性の高いコンパクトな

まちづくりを支えます。 

・さらなる都市の低炭素化に向けた再生エネルギーの導入や、電気や熱の効率的利用、市民の

ライフスタイルの転換などを複合的に組み合わせるスマートシティの実現を目指し、交通分

野ではこれらの取組として、公共交通の利用促進や環境負荷軽減に配慮した自動車利用、交

通車両の低炭素化などを推進します。 

 

■取組の方針 

ア 環境に配慮した交通体系の構築 

①環境にもやさしく利便性の高いコンパクトなまちづくりを支えるために、都市計画道路整

備によるバスの走行環境の改善やバス停までのアクセス向上など、駅へのアクセス性を高

めます。こうした駅への利便性を高めることで、自家用車から公共交通利用への転換を促

進します。 

②また、自動車からのＣＯ2排出量の削減に向けて、道路の渋滞対策を推進するとともに、

環境負荷軽減に配慮した自動車利用の普及を促進します。 

③中長期的には、公共交通の利用促進に向けて既存路線の機能強化や新規路線の整備、道路

の渋滞対策として新たな道路整備や連続立体交差化を推進します。 

 

イ 公共交通車両の低炭素化 

①バスやタクシーなどの公共交通の車両について電気自動車等の導入を促進し、低炭素化を

推進します。 

②燃料電池や蓄電池などの新技術の開発動向を踏まえながら、新たな鉄道やバスに対して、

新技術の導入に向けた研究を促進します。 

 

ウ 自動車の低炭素化 

・電気自動車等の次世代自動車の導入やその利用を促進するための環境整備を推進します。 
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2013 年度の主な取組※ 

■一般県道扇町川崎停車場 道路整備事業（都市計画道路の整備）              

都市計画道路などの幹線道路は、市民生活や経済活動等を支える都市基盤であり、渋滞対策やバス

の走行環境の改善による公共交通への転換促進など、環境に配慮した交通体系の構築にも寄与するも

のです。整備には、多大な事業費と長い時間を要するため、客観的指標などを用いて整備効果の高い

箇所を選定することで、計画的、重点的に整備を進めています。 

（2013 年度の主な取組） 

・一般県道扇町川崎停車場（都市計画道路「川崎駅扇町線」）の南渡田工区では、産業道路（都市計

画道路「東京大師横浜線」）と交差する浜町交差点の交通の円滑化に向けて、道路整備事業を実施

してきましたが、2014 年 1 月に工事を完了し、供用を開始しました。 

・この整備により、浜町交差点の渋滞が大幅に緩和し、交通の円滑化が図られるとともに、同区間を

運行するバスの定時性、利便性も向上しました。 

 

 

［本市所管］建設緑政局道路整備課 

  

図 事業位置図 

※当該の主な取組には、その他施策に位置付ける取組も含まれています。 
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■緊急渋滞対策の推進                                   

慢性的な渋滞は、大きな経済的損失を招くとともに、環境の悪化や市民の安全性の低下など、市民

生活の豊かさに大きく関わる重要課題となっています。 

一方で、渋滞の基本的な対策でもある道路ネットワークの形成には長期間を要することから、市内

の渋滞の緩和を図るため、交差点改良など局所的かつ即効的な対策による早期の効果発現を目的とし

た緊急渋滞対策を推進します。 

（2013 年度の主な取組） 

・市内全域の幹線道路を対象とし、自動車の走行速度の低下が著しく、平成２１年度からの対策実施

箇所の検証や現地調査等を踏まえ、早期効果発現が可能な箇所として、５箇所の交差点及び踏切を

選定し、平成２６年度から概ね３ヵ年を対象期間とした第２次緊急渋滞対策を 201４年２月に策

定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 緊急渋滞対策箇所 位置図 

［本市所管］建設緑政局企画課、道路施設課 

 

 

■産業道路クリーンライン化の取組                （その他施策） 

産業道路沿道の大気環境改善を目的とした本市の率先取組として、2013 年６月から 11 月まで、

産業道路等において低公害バスや小型ハイブリッドごみ収集車を優先的に運行する「産業道路クリー

ンライン化モデル事業」を実施しました。これに加え、同年 11 月には事業者・関係団体等から構成

される「かわさき自動車環境対策推進協議会」と連携して、産業道路のクリーンライン化に取り組む

とともに、民間バス事業者の協力により、産業道路等を走行する民間バス路線においても低公害バス

を優先運行しました。 

なお、2014 年度は、この取組をより一層拡大し、市と民間バス事業者が協調して、産業道路等

において低公害車を１年間通じて優先運行するとともに、11 月から 2 月まで「かわさき自動車環境

対策推進協議会」と連携して「産業道路クリーンライン化キャンペーン」を実施します。 

 

：緊急渋滞対策箇所 

元木交差点 

溝口交差点 

京急川崎(大)第２踏切 

稲生橋交差点 

宿河原 1丁目交差点 

：緊急渋滞対策箇所 
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［本市所管］環境局交通環境対策課 

 

 

■産業道路への環境レーンの導入                 （その他施策） 

国土交通省関東地方整備局、神奈川県警察、首都

高速道路(株)及び本市が協力し、2014 年 3 月から

市域内の産業道路において、歩道寄りの車線を沿道

環境に配慮する車線「環境レーン」とすることとし

て、大型車は中央寄りの車線を通行するよう協力を

呼びかけています。 

［本市所管］建設緑政局企画課 

環境局交通環境対策課 

 

 

 

  

 初めて全測定局で二酸化窒素の環境基準を達成 

川崎市では、1974年度から市内７測定局で二酸

化窒素濃度の常時監視を開始し、現在１８測定局で

測定を行っていますが、これまで環境基準を達成し

ていなかった池上自動車排出ガス測定局が、2013

年度に環境基準を達成しました。これにより、

1974年度以来、初めて全ての測定局で環境基準を

達成しました。 

［本市所管］環境局交通環境対策課、環境対策課 

 

 

 

図 過去２０年の環境基準 

（二酸化窒素）達成状況 

 

 

 

 

 

 

図 「環境レーン」のパンフレット（抜粋） 
 

出所 国土交通省関東地方整備局・神奈川県警察・ 

首都高速道路（株）・川崎市 

 

図 産業道路クリーンライン化の取組ポスター 
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化（その１） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

都市計画道路等の

整備（再掲） 

■街路整備事業 

【完成】東京丸子横浜線（木月）、世

田谷町田線（万福寺） 

【着手】溝ノ口線 

□街路整備事業 

【完成】東京丸子横浜線（木月）    

【事業継続】宮内新横浜線（宮内）な

ど１０路線１８箇所 

⇒１４ページ補足２参照 

建設緑政局 

道路整備課 

１ ア 

 ■道路改良事業（国県道） 

【完成】扇町川崎停車場、上麻生連光

寺（片平） 

■道路改良事業（国県道） 

【完成】扇町川崎停車場、上麻生連光

寺（片平）、稲城読売ランド前停車場             

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など５路線７箇所 

建設緑政局 

道路整備課 

２  

 ■道路改良事業（市道のうちバス運行

路線） 

【事業継続】宮前６号線（野川）など

７路線 

■道路改良事業（市道のうちバス運行

路線） 

【事業継続】宮前６号線（野川）など

７路線 

建設緑政局 

道路整備課 

道路施設課 

３  

 

 

 

 

■橋りょう整備事業 

・等々力大橋(仮称)の橋梁比較設計等 

・柿生陸橋拡幅整備に向けた調査、関

係機関との調整 

■橋りょう整備事業 

・等々力大橋(仮称)の橋梁比較設計等 

・柿生陸橋拡幅整備に向けた調査、関

係機関との調整 

建設緑政局 

道路整備課 

４  

 ■国道４０９号（国道１５号～国道１

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

■国道４０９号（国道１５号～国道１

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

・川崎駅周辺などの交通円滑化に向

け、国等関係機関と協議・調整を実施 

建設緑政局 

広域道路課 

５  

 ■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線（再開発事

業区域） 

■鹿島田駅西部地区第一種市街地再

開発事業 

【事業継続】古市場矢上線（再開発事

業区域） 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

６  

 ■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業 

【完成】武蔵小杉駅南口線（再開発事

業区域） 

■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業 

【完成】武蔵小杉駅南口線（再開発事

業区域） 

まちづくり局 

小杉駅周辺 

総合整備 

推進室 

７  

 ■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸 1 号線（区画整理事

業区域）など 6 路線 

■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸 1 号線（区画整理事

業区域）など 6 路線 

まちづくり局 

登戸区画 

整理事務所 

８  

駅前広場の整備（再

掲） 

 

溝口駅南口 

■駅前広場整備に向けた関係機関と

の協議、調整 

溝口駅南口 

■駅前広場整備に向けたバス事業者、

高津区役所等関係機関との協議調整

の実施 

■地下駐輪場の整備推進 

建設緑政局 

道路整備課 

９ ア 

 武蔵小杉駅東口 

■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業の推進 

・駅前広場工事着工、工事完成、供用

開始 

武蔵小杉駅東口 

■武蔵小杉駅南口地区東街区第一種

市街地再開発事業の推進 

・工事着工、工事完成、供用開始

［2014.3］ 

まちづくり局 

小杉駅周辺総 

合整備推進室 

１０  

 新川崎駅 

■道路内建築許可、計画通知等の建築

基準法上の手続 

新川崎駅 

■道路内建築許可、計画通知等の建築

基準法上の手続完了 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

１１  

 登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口 

■登戸土地区画整理事業の推進 

登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口 

■登戸土地区画整理事業の推進 

※仮換地指定率 66.1％ 

（前年度+1.2％） 

※宅地使用開始率 51.2％ 

（前年度+1.6％）  

まちづくり局 

登戸区画整理 

事務所 

１２  

 産業道路駅 

■駅前バス交通広場の整備に向けた

協議・調整と段階的整備推進 

産業道路駅 

■駅前周辺地区の地区計画ほか都市

計画の決定［2014.3］ 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

１３  

 

  

施策・事業の進捗状況一覧 進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化（その２） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

駅前広場の整備（再

掲） 

【前ページのつづき】 

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討 

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討に向け

た周辺交通実態等の把握 

建設緑政局 

広域道路課 

１４ ア 

 柿生駅南口 

■再開発事業の推進に向けた取組 

 

 

■バス暫定広場の維持管理 

柿生駅南口 

■再開発事業の推進に向けた取組 

・事業推進方策の検討、権利者調整(ま

ちづくり協議会等) 

■バス暫定広場の維持管理 

まちづくり局 

市街地整備 

推進課 

１５  

（川崎駅周辺の交

通環境改善等）（再

掲） 

■川崎駅東口周辺の交通環境改善に

向けた検討、関係機関との協議調整 

 

 

■鉄道、バス等の交通手段間での乗継

ぎ円滑化方策等の調査、検討 

■川崎駅東口周辺における交通手段

別の停車エリアの区分、乗降のルール

化の検討、関係機関との協議調整、改

善方策のとりまとめ 

■鉄道、バス等の交通手段間での乗継

ぎ円滑化方策等の調査、検討 

・臨海部へのアクセス経路、交通手段

間の乗継方策の検討、協議調整を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

１６  

 ■川崎駅周辺地区の小規模建築物に

おける物流対策推進計画案の策定 

■「川崎駅周辺地区荷さばき対策基本

計画」及び「荷捌きルール」の策定

［2014.3］、地元商業者や貨物運送事

業者への荷捌きルールの周知 

まちづくり局 

交通政策室 

１７  

 ■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

・市民総ぐるみ運動で広報啓発活動を

展開 

市民・こども 

局地域安全推 

進課 

１８  

 

 

 

 

■川崎駅東口高速バス発着場 

・整備、供用開始 

■川崎駅東口高速バス発着場 

・整備、供用開始［2013.7］ 

まちづくり局 

企画課 

 

 

１９  

（鷺沼駅周辺の交

通環境改善等）（再

掲） 

■鷺沼駅周辺交通環境等の改善に関

する基本方針のとりまとめ 

■鷺沼駅周辺の交通環境改善に向け

た取組の推進 

■鷺沼駅周辺交通環境等の改善に関

する基本的な方向性の整理 

■鷺沼駅周辺の交通環境改善に向け

た取組の推進 

・市道鷺沼線への信号機及び横断防止

柵の設置など歩行者の安全対策を実

施 

まちづくり局 

企画課 

２０  

（新百合ケ丘駅周

辺の交通環境改善

等）（再掲） 

■新百合ヶ丘駅周辺地区の交通環境

に関する整備メニューの改定 

■新百合ヶ丘駅周辺地区の交通環境

に関する整備メニュー案の策定 

・駅前ロータリーの交通流の整流化、

信号機現示の変更などの整備メニュ

ー案を整理 

まちづくり局 

企画課 

２１  

緊急渋滞対策 （交

差点改良等による

渋滞改善） 

 

■緊急渋滞対策済箇所の検証 ■緊急渋滞対策済箇所の検証 建設緑政局 

道路施設課 

２２ ア 

 ■緊急渋滞対策の推進 

・各種交通量調査の実施 

■緊急渋滞対策の推進 

・現地調査の実施 

・京急川崎(大)第２踏切、元木交差点、

溝口交差点、稲生橋交差点、宿河原 1

丁目交差点の 5 箇所の交差点及び踏

切を対象とした新たな緊急渋滞対策

を策定 

建設緑政局 

企画課 

２３  

環境ロードプライ

シングの実施（首都

高速道路湾岸線誘

導の推進） 

■環境ロードプライシングの拡充に

向けた検討 

■環境ロードプライシングの普及拡

大に向けた関係機関との調整及び普

及啓発活動の実施 

環境局交通環

境対策課 

２４ ア 

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化（その３） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

エコドライブ普及

促進 

■エコドライブの普及促進 ■エコドライブの普及促進 

・エコドライブ講習会12回開催（191

名参加） 

・環境月間（６月）及びエコドライブ

月間（11 月）における路上横断幕の

掲示 

・ＣＣ等々力エコ暮らしこフェアなど

での普及促進の実施 

 

※エコドライブ宣言者数 49,424（事

業者、企業、団体、個人）前年度+2,373 

環境局交通環

境対策課 

２５ ア 

（臨海部）マイカー

通勤の削減 

■臨海部立地企業の通勤手段の把握 ■臨海部立地企業の通勤手段の把握 

・企業ヒアリングを実施 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

２６ ア 

 ■交通環境配慮行動メニューの改定 

 

 

 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

■交通環境配慮行動メニューの改定 

・重点項目のひとつに「マイカー通勤

の抑制」を掲げるなど内容を充実 

・新メニューを市内事業者等へ周知 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

・行動計画の策定と進捗管理の実施に

よる事業者、市民、行政等の自主的な

交通環境配慮行動の普及促進 

 

※マイカー通勤の削減（公共交通利用

の促進等）を行動計画に定めた事業者

数 2（前年度と同数） 

環境局交通環

境対策課 

２７  

駐車施策の推進（再

掲） 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■川崎駅周辺地区の小規模建築物に

おける物流対策推進計画案の策定 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

・駐車場法、大規模小売店舗立地法、

附置義務条例等に基づく事業者協議

及び指導を実施 

※附置義務駐車場（自動車） 

   1,156 箇所/59,396 台 

（前年度+34 箇所/+3,134 台） 

※附置義務駐車場（自動二輪車） 

   153 箇所/761 台 

（前年度+25 箇所/+123 台） 

※附置義務駐車場（荷捌き） 

   80 箇所/646 台 

（前年度+18 箇所/+105 台） 

※届出駐車場（自動車） 

   104 箇所/19,050 台 

（前年度+2 箇所/+925 台） 

※届出駐車場（自動二輪車） 

  13 箇所/236 台 

（前年度+2 箇所/+23 台) 

■附置義務基準の変更案の検討 

・専有面積３６㎡未満の住戸やカーシ

ェアリング導入案件に対する附置義

務対象住戸数の緩和及び荷さばき車

両スペースを駐車施設 2 台分設置と

みなす規定等の検討を実施 

■「川崎駅周辺地区荷さばき対策基本

計画」及び「荷捌きルール」の策定

［2014.3］、地元商業者や貨物運送事

業者への荷捌きルールの周知 

 

まちづくり局 

交通政策室 

２８ ア 

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化（その 4） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

公共交通における

次世代自動車の導

入推進及び普及促

進 

■次世代自動車（バス）の導入 ■川崎駅周辺地区スマートコミュニ

ティ事業におけるスマートＥＶバス

（電気バス）の導入に向けた取組推進 

総合企画局 

スマートシテ

ィ戦略室 

２９ イ、ウ 

 ■市バス車両の次世代自動車バス導

入（ディーゼルハイブリッド自動車 4

両） 

■市バス車両の次世代自動車バス導

入（ディーゼルハイブリッド自動車 4

両） 

※市バス・次世代自動車バス車両総数 

 41 両 

・ディーゼルハイブリッド自動車 

30 両 

・天然ガス自動車 

11 両 

※市バス・九都県市指定低公害車導入

率 95.6％（前年度+0.1％）     

交通局運輸課 ３０  

 ■次世代自動車関係情報の収集 ■次世代自動車関係情報の収集 

・技術開発動向等の情報収集 

環境局交通環

境対策課 

まちづくり局

交通政策室 

３１  

鉄道整備における

新技術導入の検討 

■新技術の導入に向けた検討作業の

実施、最新技術動向の情報収集 

■新技術の導入に向けた検討作業の

実施、最新技術動向の情報収集 

まちづくり局

交通政策室 

３２ イ 

電気自動車等の次

世代自動車の普及

促進及び環境整備

の推進 

■電気自動車、電気自動車用充電器導

入助成の実施 

 

 

 

■ハイブリッド車、天然ガス車の導入

助成の実施 

 

■次世代自動車の普及啓発 

■電気自動車、電気自動車用充電器導

入助成の実施 

・電気自動車 20 台、電気自動車用充

電器 5 基（電気自動車本体への助成

は、2013 年度で終了）  

■ハイブリッド車、天然ガス車の導入

助成の実施 

・ハイブリッド車 2 台 

■次世代自動車の普及啓発 

・環境をテーマとするイベント等に参

加し、電気自動車の展示や試乗により

普及・啓発を実施 

・2013 年 8 月、燃料電池自動車・電

気自動車の普及を目的として神奈川

県が設置した「かながわ次世代自動車

普及推進協議会」に参加 

  

環境局交通環

境対策課 

３３ ウ 

カーシェアリング

の普及促進 

■カーシェアリングの普及促進 ■カーシェアリングの普及促進 

・電気自動車用充電器導入助成（カー

シェリング用１基） 

環境局交通環

境対策課 

３４ ア、ウ 

 ■市営住宅駐車場空き区画の貸付け

事業者によるカーシェリング施設の

運営（宮内住宅など５箇所) 

■市営住宅駐車場空き区画の貸付け

事業者によるカーシェリング施設の

運営（宮内住宅など５箇所) 

・5 箇所にカーシェアリング車両を各

１台配置、うち千年新町の 1 台は電気

自動車 

 

まちづくり局 

住宅管理課 

３５  

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（４）関連の鉄道及び道路ネットワーク形成事業（代表的な事業を記載） 

事業名    
取組の方針 

重点施策の概要参照 

京急大師線連続立体交差事業 

取組概要については 
重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 

１３、14 ページ参照 

ア 

ＪＲ南武線連続立体交差事業 ア 

川崎縦貫鉄道 ア、イ 

横浜市営地下鉄 3 号線の延伸 ア 

川崎縦貫道路 ア 
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重点施策（５） 臨海部の交通機能の強化 

 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

臨海部の国際戦略拠点等の形成を支えるとともに、その効果を市内外の拠点に波及させる交

通機能の強化を進めます。 

・京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区や物流拠点などの国際的な拠点形成を支

えるため、国際化が進められている羽田空港とその対岸に位置する本市臨海部の結びつきを

強める交通機能を強化します。 

・川崎臨海部の国際化による効果を、市内外の各拠点に波及させるため、臨海部と本市各拠点

間及び市外拠点との結びつきを強める交通機能の強化を進めていきます。 

 

■取組の方針 

● 臨海部の交通環境の整備 

・国際戦略拠点の形成が進められているキングスカイフロント（殿町３丁目地区）や浜川崎

駅周辺地区、東扇島地区などの臨海部の拠点形成に向けて、川崎駅や羽田空港、また国際

戦略港湾として取組を進めている京浜３港間のアクセス性を向上させる取組を推進しま

す。 

・臨海部全体の活性化や持続的な発展に向け、臨海部各地へのアクセス性を向上させる取組

を推進するとともに、将来の土地利用転換を見据え、臨海部の都市機能を支える交通機能

強化に向けた方策を検討します。 

・中長期的には、国際的な戦略拠点の形成に向けて、物流機能を含めた更なる交通機能の強

化を図るため、東京・横浜方面や、羽田空港や京浜３港間を繋ぐ新たな鉄道や道路の整備

を推進します。 
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2013 年度の主な取組 

■臨海部バス交通機能の強化                                   

臨海部各地への交通アクセス性の向上や土地利用変化等により新たに生まれる交通需要への対応

を図るため、バス交通の機能強化を図ります。 

（2013 年度の主な取組） 

・2013 年５月及び 2014 年 2 月に、川崎駅から東扇島方面等への市バスの運行本数を増便（平日

始発から 9 時までに、あわせて 31 便増）し、企業進出に伴う輸送需要の増加に対応しました。 

・2013 年 9 月には、民間バス事業者による YCAT（横浜シティ・エア・ターミナル）から東扇島

方面への増便、ルートの追加等が実現しました。 

・殿町 3 丁目地区に接する国道

409 号上に、民間バス事業者の

バス停留所（キングスカイフロン

ト入口）を新設（運用開始は

2014 年 4 月）し、同地区への

バスアクセスの利便性向上を図

りました。 

・臨海部への玄関口となる川崎駅東

口周辺の交通環境改善に向けて、

路線バス、企業バスなどの交通手

段別のエリア区分、運用ルール化

に向け、関係局等と協議、調整し

ながら検討を進め、改善方策のと

りまとめを行いました。 

［本市所管］総合企画局臨海部国際戦略室、まちづくり局交通政策室、交通局運輸課 

 

■臨海部フィーダー交通の検討・実施                                   

鉄道やバスなどの連係により、臨海部各地へのアクセス性の向上を図るため、臨海部最寄の産業道

路駅等への駅前広場整備やバスなどの端末交通の整備を推進します。 

（2013 年度の主な取組） 

・産業道路駅前周辺において交通広場の整備等の土地利用方針を定めた地区計画等の都市計画を

2014 年 3 月に決定しました。  

・臨海部アクセスの円滑化、効率化に向けては、関係機関との協議、調整を行いながら、臨海部への

アクセス経路や交通手段間の乗継方策等について検討を進めました。 

［本市所管］総合企画局臨海部国際戦略室、まちづくり局交通政策室  

図 川崎駅東口周辺・交通手段別のエリア区分 
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重点施策（５）臨海部の交通機能の強化 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     取組の方針

s ん方針  2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

重点施策の 

概要参照 

駅前広場の整備 

（再掲） 

 

 

産業道路駅 

■駅前バス交通広場の整備に向けた

協議・調整と段階的整備推進 

産業道路駅 

■駅前周辺地区の地区計画ほか都市

計画の決定［2014.3］ 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

１ 臨海部
の交通
環境の
整備 

 

 

 

 

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討 

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討に向け

た周辺交通実態等の把握 

建設緑政局 

広域道路課 

２  

バス交通の機能強

化 

■土地利用変化に伴う交通需要変化

への対策 

■東扇島方面等への市バスの増便（朝

ラッシュ時に 31 便増）及び民間バス

事業者による高速路線バスの増便、ル

ートの追加 

■民間バス事業者による殿町３丁目

地区バス停留所（キングスカイフロン

ト入口）の新設（2014 年 4 月運用開

始） 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

 

（市バス関係） 

交通局運輸課 

３ 臨海部
の交通
環境の
整備 

 ■川崎駅東口周辺の交通環境改善に

向けた検討、関係機関との協議調整 

■川崎駅東口周辺における交通手段

別の停車エリアの区分、乗降のルール

化の検討、関係機関との協議調整、改

善方策のとりまとめ 

まちづくり局 

交通政策室 

４  

フィーダー交通の

検討・実施 

 

 

■産業道路駅前バス交通広場の整備

に向けた協議・調整と段階的整備の実

施 

■産業道路駅前周辺地区地区計画ほ

か都市計画の決定［2014.3］ 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

５ 臨海部
の交通
環境の
整備 

 ■鉄道、バス等の交通手段間での乗継

ぎ円滑化方策等の調査、検討 

■鉄道、バス等の交通手段間での乗継

ぎ円滑化方策等の調査、検討 

・臨海部へのアクセス経路、交通手段

間の乗継方策の検討、協議調整を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

６  

既存鉄道の機能強

化 

■ＪＲ南武支線輸送力増強方策の検

討 

■ＪＲ南武支線輸送力増強方策の検

討 

・沿線の土地利用動向の把握や線路利

用状況から輸送力増強方策について

検討 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

７ 臨海部
の交通
環境の
整備 

 ■ＪＲ南武支線の輸送力増強の取組

促進 

■ＪＲ南武支線の輸送力増強の取組

促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局 

交通政策室 

８  

環境ロードプライ

シングの実施（首都

高速道路湾岸線誘

導の推進）（再掲） 

■環境ロードプライシングの拡充に

向けた検討 

■環境ロードプライシングの普及拡

大に向けた関係機関との調整及び普

及啓発活動の実施 

環境局交通環

境対策課 

９ 臨海部
の交通
環境の
整備 

マイカー通勤の削

減（再掲） 

 

 

■臨海部立地企業の通勤手段の把握 ■臨海部立地企業の通勤手段の把握 

・企業ヒアリングを実施 

総合企画局 

臨海部国際 

戦略室 

１０ 臨海部
の交通
環境の
整備 

 ■交通環境配慮行動メニューの改定 

 

 

 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

■交通環境配慮行動メニューの改定 

・重点項目のひとつに「マイカー通勤

の抑制」を掲げるなど内容を充実 

・新メニューを市内事業者等へ周知 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

・行動計画の策定と進捗管理の実施に

よる事業者、市民、行政等の自主的な

交通環境配慮行動の普及促進 

 

※マイカー通勤の削減（公共交通利用

の促進等）を行動計画に定めた事業者

数 2（前年度と同数） 

環境局交通環

境対策課 

１１  

臨海部交通機能強

化に向けた方策検

討 

■臨海部交通機能強化に向けた方策

検討 

■臨海部交通機能強化に向けた方策

検討 

・現状と課題の整理、交通機能の強化

に向けた施策展開方策の検討を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

１２ 臨海部
の交通
環境の
整備 

施策・事業の進捗状況一覧 進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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重点施策（５）関連の鉄道及び道路ネットワーク形成事業（代表的な事業を記載） 

事業名    
取組の方針 

重点施策の概要参照 

京急大師線連続立体交差事業 

取組概要については 
重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 

13，14 ページ参照 

臨海部の 
交通環境の
整備 

川崎アプローチ線 

東海道貨物支線貨客併用化 

臨港道路東扇島水江町線 

羽田連絡道路 

川崎縦貫道路 

国道３５７号 

臨海部幹線道路（関連施策） 
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その他施策（その１） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     備 考 

 2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

 

オフピーク通勤の

推奨 

■ピーク時利用の平準化を喚起、促進

するソフト施策の検討 

■ピーク時利用の平準化を喚起、促進

するソフト施策の検討 

・先進事例調査、業務実績のあるコン

サルタントへのヒアリング、本市での

展開に向けた施策の検討を実施 

まちづくり局 

交通政策室 

１  

高齢者の外出支援 ■高齢者外出支援乗車事業の見直し 

 

 

 

■高齢者特別乗車証明書の交付 

 

 

 

■外出支援サービス事業（おでかけＧ

o！）の実施 

    

■事業の見直し 

・実態調査の結果を踏まえて高齢者特

別乗車証明書の補助金算定を見直し

た。 

■高齢者特別乗車証明書対象者 

 187,306 人（前年度+7,849 人） 

※高齢者フリーパス発行枚数 

 485,307 枚（前年度+34,186 枚） 

■外出支援サービス事業登録者数 

 919 人（前年度-341 人） 

※外出支援サービス利用者延べ人数 

 2,338 人（前年度-233 人） 

健康福祉局 

高齢者在宅 

サービス課 

２  

障害者（身体、知的、

精神）の外出支援 

■重度障害者福祉タクシー券交付事

業の見直し 

 

 

■重度障害者福祉タクシー券の交付 

 

 

 

 

■福祉キャブ 1 台の増車 

■福祉キャブの運行 

 

■バス乗車券交付事業の見直し 

 

 

 

■バス乗 

車券（ふれあいフリーパス）の交付（身

体・知的） 

■事業の見直し 

・1 枚あたりの助成上限を変更すると

ともに交付枚数を増やし、1 回の乗車

で複数枚使用を可能とした。 

■福祉タクシー券交付 

  身体・知的 8,822 人 

  精神     165 人 

  合計     8,987 人 

（前年度+742 人） 

■福祉キャブ 1 台の増車（計 7 台） 

■福祉キャブ実利用者数 

  4,990 人（前年度+469 人） 

■事業の見直し 

・社会福祉施設等への通所者を除く身

体５・６級、知的Ｂ２の障害者を交付

対象外とした。 

 

■ふれあいフリーパスの交付（身体・

知的） 

  9,261 人（前年度-1,381 人） 

健康福祉局 

障害福祉課 

３  

 ■バス乗車券（ふれあいフリーパス）

の交付（精神障害者）  

■ふれあいフリーパスの交付（精神障

害者） 

  6,254 人（前年度+884 人） 

健康福祉局 

精神保健課 

４  

難病患者等の外出

支援 

■福祉キャブ（らくだ）の運行 ■福祉キャブ（らくだ）利用回数 

  延２２６回（前年度-43 回） 

健康福祉局 

健康増進課 

５  

福祉有償運送の推

進 

■福祉有償運送の支援 ■福祉有償運送の支援 

・運営協議会の運営支援、登録手続の

支援、サービスの市民周知等 

※福祉有償運送登録団体 

  ３０団体（前年度+３団体） 

健康福祉局 

高齢者在宅 

サービス課 

６  

  

 

その他施策 施策・事業の進捗状況一覧 

 

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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その他施策（その２） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     備 考 

 2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

 

市公用車への次世

代自動車導入の推

進 

■公用車における電気自動車の導入 

 

■公用車への九都県市指定公害車の

導入 

■公用車への電気自動車の導入 

  9 台（前年度+3 台） 

■公用車への九都県市指定公害車の

導入 

※公用車の九都県市指定公害車導入

率 1,430/1,623 台= 88.1％ 

（前年度+2.2％） 

環境局地球環 

境推進室 

 

環境局交通環 

境対策課 

７  

ディーゼル車対策

の実施 

■低公害車に係る事業者支援の実施 

■県条例によるディーゼル車運行規

制に基づく監視等 

■低公害車導入助成 ２台実施 

■県条例によるディーゼル車運行規

制に基づく検査・指導の実施 

環境局交通環 

境対策課 

８  

 ■環境レーンの導入 ■環境レーンの導入 

・大型車の通行自制を呼びかける環境

レーンを産業道路市内区間の第１通

行帯に導入［2014.3］ 

建設緑政局 

企画課 

 

環境局交通環 

境対策課 

 

９  

事業活動に伴う温

室効果ガスの排出

削減の推進 

■事業活動地球温暖化対策計画書・報

告書制度の運用、制度見直しの検討 

■事業活動地球温暖化対策計画書・報

告書制度の運用、制度見直しの実施 

・制度運用による事業者の自主的な取

組の普及促進 

・計画書・報告書作成の手引きの改訂

による記載事項の明確化 

 

※事業活動地球温暖化対策計画書・報

告書制度の第３号該当者（市内の事業

活動に伴う自動車の使用台数が年度

末において１００台以上の事業者）の

数  14 事業者（前年度と同数） 

環境局地球環 

境推進室 

１０  

エコ運搬の推進 ■エコ運搬制度の運用 ■エコ運搬制度の運用 

・報告対象事業所１２１事業所から報

告書提出 

・エコ運搬制度の手引き改定（様々な

事例における対応方法、報告書の記載

方法、よくある質問などの記載を多く

し、内容の充実を図った。） 

環境局交通環 

境対策課 

１１  

交通需要管理の推

進（交通需要の調

整・低減） 

■交通環境配慮行動メニューの改定 

 

 

 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

■交通環境配慮行動メニューの改定 

・重点項目のひとつに「マイカー通勤

の抑制」を掲げるなど内容を充実 

・新メニューを事業者へ周知 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

・産業道路等における低公害車優先運

行等を促進する「産業道路クリーンラ

イン化の取組」の実施（モデル事業期

間 2013.6～11） 

・行動計画の策定と進捗管理の実施に

よる事業者、市民、行政等の自主的な

交通環境配慮行動の普及促進 

 

※マイカー通勤の削減（公共交通利用

の促進等）を行動計画に定めた事業者

数 2（前年度と同数） 

環境局交通環 

境対策課 

１２  

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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その他施策（その 3） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要）     備 考 

 2013 年度計画 2013 年度実績  本市所管 
整理 

番号 

 

廃棄物の鉄道輸送

の推進 

■北部地域から排出された廃棄物の

南部地域への鉄道輸送の実施 

■廃棄物等の鉄道輸送の実施 

※年間輸送量 

・普通ごみ 24,411 トン 

（前年度-2,485 トン） 

・空き缶、ペットボトル 1,202 トン 

（前年度+171 トン） 

・空き瓶 3,672 トン 

（前年度+317 トン） 

・ミックスペーパー 7,517 トン 

（前年度+2,304 トン） 

・焼却灰 19,592 トン 

（前年度+2,736 トン） 

・プラスチック製容器包装 4,618 トン 

環境局 

処理計画課 

１３  

総合都市交通計画

等の周知・ＰＲ 

■総合都市交通計画及び概要版の公

表、ホームページへの掲載 

■計画の進行管理 

■総合都市交通計画及び概要版の公

表、ホームページへの掲載［2013.4］ 

■計画の進行管理 

・計画に位置付ける施策・事業の

2013 年度の進捗状況を把握 

まちづくり局 

交通政策室 

１４  

 

  

進捗状況一覧の見方は 
7 ページを参照してください 
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資料編  
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行名 用 語  解 説 

あ行 アクセス 
 
 

ある所への移動のこと、又はある所への移動のしやすさの

こと。 

 あんしん歩行エリア 交通事故の抑止を目的に、交通管理者と道路管理者が連携

を図り、一定の要件を満たしたエリアを指定して、計画的

かつ集中的に交通安全対策を実施する。 

市内では、2003 年の第１回あんしん歩行エリア（富士見

公園地区など 8 地区）に引続き、2008 年には第２回あん

しん歩行エリア（鋼管通り地区など 7 地区）を指定してい

る。 

 インフォーメーション機能 

 

 

来街者などに案内情報を伝達するシステムのこと。例えば、

バスの運行情報、乗り場案内など。 

 エコ運搬 市内の荷主や荷受人が主体となって、製品や貨物の出荷、

原材料の購入、廃棄物の運搬などの際、運送事業者や取引

先事業者に対して、環境に配慮した運搬（エコ運搬）の実

施を書面で要請する制度のこと。 

 エコドライブ 自動車の運転手が運転方法等を改善し、環境に優しく無駄

のない運転をすること。アイドリングストップやふんわり

アクセル・加速もゆっくりなどをすることで、燃費がよく

なり、大気汚染物質・二酸化炭素などが削減される。 

か行 （鉄道貨物線）貨客併用化 既存の貨物線を活用して、旅客の輸送を行う鉄道計画のこ

と。 

 カーシェアリング 個別に自動車を保有するのではなく、複数の人で共同利用

すること。自動車の効率的かつ適切な利用が図られ、環境

負荷の軽減に寄与する。 

 環境ロードプライシング 首都高横浜羽田空港線（以下横羽線）沿線の住宅地域の沿

道環境を改善することを目的に、首都高湾岸線・川崎線を

利用する大型車の料金を割り引くことで、横羽線と料金に

差を設け、横羽線から湾岸線への転換を図る施策のこと。 

 九都県市指定公害車 首都圏の九都県市が指定した、窒素酸化物等の排出量が少

ない低公害な自動車のこと。電気自動車・天然ガス自動車・

ハイブリッド自動車等のみでなく、ガソリン自動車・ディ

ーゼル自動車等も指定している。 

 緊急交通路、緊急輸送道路 震災時における救出救助活動、救命救急活動、消火活動及

び救援物資の輸送等を効率的かつ円滑に実施するために確

保された道路のこと。 

緊急交通路は、県公安委員会が、災害応急対策の円滑な実

施のために交通規制を行う道路で、緊急輸送道路は、神奈

川県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会が被災者

の避難や物資を輸送するために指定した道路のこと。 

 

  

用語解説 
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行名 用 語  解 説 

か行 
（つづき） 

キングスカイフロント 川崎区殿町地区の愛称。羽田国際空港の前の拠点において

日本の成長を牽引し、世界の持続的な発展のためのイノベ

ーションを創出する地区のこと。 

 京浜臨海部ライフイノベーション 

国際戦略総合特区 

グローバル企業が先導して医薬品・医療機器産業を活性化

させ、国際競争力の向上を目指したライフイノベーション

の実現に向けた取組みを推進するため、神奈川県、横浜市、

川崎市の３団体で共同申請し、平成２３年１２月に指定さ

れた区域のこと。 

川崎市についてはキングスカイフロント（殿町地区）を含

む区域が指定されている。 

 （交通）結節機能 鉄道とバスなど交通手段相互の乗換えや歩行が効率的かつ

スムーズに行えるなど交通機関を乗り継ぐ場所に求められ

る機能のこと。 

 交通政策審議会 交通政策全般の調査検討を行う国土交通省の審議会のこ

と。東京圏における今後整備・検討すべき鉄道路線のマス

タープランを平成 27 年度中に策定する予定であり、現在

そのための審議を行っている。 

 コミュニティ交通（バス） 在来の路線バスの運行がない、あるいは道路幅員などの理

由で運行できない地域などを対象に、地域の住民などが中

心となって導入し地域の足となる乗り合い型の公共交通の

こと。 

 （鉄道）混雑率 鉄道の車内の混み具合を示す指標のこと。輸送人員を輸送

力で除した値で、150％は、肩が触れ合う程度で、新聞が

楽に読めるような状態と表されている。 

 コンパクトなまちづくり 本市においては、駅の周辺に公共公益施設や商業施設、住

宅等を集積して土地利用の高度化を図ることで、効率的か

つ環境負荷の少ない都市構造を形成していくことをいう。 

さ行 次世代自動車 川崎市総合都市交通計画では、電気自動車、ガソリンハイ

ブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、ディー

ゼルハイブリッド自動車、（ディーゼル代替）天然ガス自

動車、クリーンディーゼル自動車、燃料電池自動車を指す。 

 市バスナビ パソコンや携帯電話、スマートフォンから、市バスの運行

情報や時刻表、経路などを検索、閲覧できる情報提供サー

ビスのこと。 

 スマート EV バス 環境負荷の低減や災害時の非常用電源の確保、情報発信機

能の強化などに資する電気バスのこと。民間事業者と連携

し川崎駅東口～川崎病院間を運行するバス路線への導入を

計画中。 

た行 ターミナル駅 

 

 

複数の鉄道路線が乗り入れ、バスやタクシー、自転車など

様々な交通が集中する利便性が優れている駅のこと。 

 通行障害建築物 地震により倒壊した場合において、その敷地に接する道路

の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれ

がある建築物のこと 

 道路整備プログラム 客観的な指標などを用いて整備効果の高い箇所を選定する

ことで整備箇所の重点化を図るとともに、整備路線やその

決定方法、整備効果などを公表することにより、計画や目

標を市民と行政が共有し、円滑で効率的・効果的な道路整

備を推進するための計画のこと。 
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行名 用 語  解 説 

な行 内方線付き点状ブロック 

 

 

ホーム縁端を警告する点状ブロックにホームの内方を表示

する線状ブロックが設置されたブロックのこと。 

 燃料電池 

 

 

「水素」と空気中の「酸素」を反応させて電気を起こす発

電システムのこと。自動車や鉄道への利用に向けた技術開

発が進められている。 

 ノンステップバス 入口から出口まで床面に段差のない低床式の路線バスのこ

と。車いすの乗車も可能である。補助スロープやニーリン

グ装置（床面を更に下げる装置）により、車いすでの乗降

もスムーズに行える。 

は行 バスロケーションシステム GPS（衛星測位システム）等を用いてバスの位置情報を収

集し、バス停の表示板や携帯電話、パソコンに、到着時間

などを情報提供するシステムのこと。 

 幅広車両（Ｅ233 系通勤形車両） 従来の 205 系車両と比較し、全幅が 15ｃｍ拡大し、定員

が約１割増加となり、輸送力増強・混雑緩和が図られるＪ

Ｒ東日本の通勤形車両のこと。 

 バリアフリー推進構想 バリアフリー法に基づく基本構想の考え方を踏まえなが

ら、鉄道駅を中心とした地区ごとのバリアフリー化推進に

向けて、その基本的な考え方を示す構想のこと。 

2013 年度までに、元住吉駅周辺地区など全 11 地区の構

想策定を完了した。 

 フィーダー（端末）交通 木の幹に対する枝葉のようなこと。幹線が鉄道の場合は、

バスや自転車等が端末交通となり、バスの場合は、自転車

や徒歩等が端末交通となる。 

 福祉キャブ 車いすやストレッチャーのまま乗降できるリフト（昇降装

置）付き自動車のこと。 

 福祉タクシー 道路運送法第４条の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送

事業者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用

して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した

許可を受けた福祉限定タクシー事業者が行う運送のこと。 
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行名 用 語  解 説 

は行 
（つづき） 

福祉有償運送 タクシー等の公共交通機関では、要介護者、身体障害者等

に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる

場合に、社会福祉法人等が、実費の範囲内かつ営利とは認

められない範囲の対価で、会員に対して行う、乗車定員 11

人未満の自家用自動車を使用したドア・ツー・ドアの個別

輸送サービスのこと。 

 ホームドア等 鉄道駅舎におけるホームドア、可動式ホーム柵、その他の

プラットホームから鉄道利用者の転落等を防止するための

施設のこと。 

 複々線化 

 

 

鉄道において、上下線ともに 2 線ずつの計 4 線の線路を敷

設すること。 

や行 ユニバーサル化 

 

 

高齢者や障害者をはじめ、誰もが分け隔てなく快適に生活

できるようにしていくこと。 

 ユニバーサルデザインタクシー 

 

 

車いす使用者をはじめ、その他の障害者や高齢者も乗り降

りしやすい、誰もが利用できるタクシーのこと。 

ら行 リーディング圏域 

 

 

世界や国の社会的、経済的成長を牽引する役割を担う地域

のこと。 

 連続立体交差事業 鉄道を連続的に立体化することによって、多数の踏切を一

挙に除却し、踏切渋滞、事故を解消するなど都市交通の円

滑性、安全性等を向上するとともに、鉄道により分断され

た市街地の一体化を促進する事業のこと。 
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